
八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論株

次

序

第

一
、
下
種
の
仏
種
に
つ
い
て

一
、
宗
祖
所
説
の
仏
種
論

二
、
隆
師
所
解
の
仏
種
論

０
　
仏
種
に
お
け
る
性
徳

ｏ
修
得
、
法
種

・
仏
種
の
別

０
　
本
門
仏
種
に
お
け
る
性
徳

・
修
得
の
別

０
　
総
じ
て
仏
種
に
総
別
を
分
ち
、
総
体
た
る
教
種
を
撮
る

第
二
、
下
種
の
心
田
に
つ
い
て

一
、
隆
師
の
下
種
心
識
に
つ
い
て
の
三
説

二
、
支
那
に
お
け
る
三
家
心
識
論
の
不
同

三
、
天
台
大
師
の
心
識
論
と
発
心
の
識

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論

日

涌
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四
、
宗
祖
の
御
書
に
お
け
る
心
識
法
門

五
、
隆
師
に
お
け
る
下
種
の
心
識
論

結序

下
種
と
は
経
に

「
下
二
仏
種
子
於
衆
生
田
一生
二
正
覚
芽
こ

（曝
計
辟
厳
）
と
い
う
如
く
、
仏
呆
顕
成
の
正
因
た
る
仏
種
子
を
衆
生
の
心

田
に
下
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
仏
種
子
と
は
衆
生
の
心
中
に
本
来
具
足
す
る
法
界
周
遍
の
実
相
で
あ

っ
て
、
大
乗
経
典
で
は
こ
れ

を
仏
性

・
仏
種

ｏ
如
来
種

・
如
来
蔵
等
と
呼
ん
で
い
る
。
仏
種
が
衆
生
の
本
具

で
あ

る
な
ら
ば
、
今
更
改
め
て
衆
生
に
下
す
必
要
は
な

い
。
宗
祖
日
蓮
大
士
が

「
法
華
経
は
種
の
如
く
、
仏
は
う

へ
て
の
如
く
、
衆
生
は
国
の
如
く
な
り
」

（飾
一
五
五一
獣
）
と
い
わ
れ
て
い
る
か

ら
、
当
宗
所
談
の
下
種
の
仏
種
と
は
衆
生
の
心
田
に
植
え
つ
け
る
修
得
の
種
子
で
あ
る
。
今
は
植
手
た
る
下
種
の
導
師
の
問
題
は
別
と
し

て
、
こ
こ
で
は
衆
生
の
心
田
に
下
す
能
種

・
能
薫
の
仏
種
子
た
る
教
法
と
、
そ
の
教
法
を
受
け
容
れ
る
所
種

・
所
薫
の
衆
生
の
心
田
と
を

問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち

一
、
能
種

・
能
薫
の
主
体
た
る
仏
種
子
は
如
何
な
る
教
法
な
り
や
、
二
、
所
種

・
所
薫
の

客
体
た
る
衆
生
の
心
田
は
如
何
な
る
心
識
な
り
や
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
故
今
能
薫
の
種
子
と
所
薫
の
心
田
と
を
問
題
と
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。

一
の
下
種
の
教
法
論
は
日
蓮
聖
人

間
下
各
派
の
教
学
を
窺
う
と
き
、
そ
れ
ら
は
概
し
て
寿
量
品
正
意
な
る
故
に
下
種
の
教
法
と
い
う
よ
り
は
本
来
先
天
的
に
具
足
し
て
い
る

性
徳
本
有
の
仏
種
子
の
意
で
あ

っ
て
、
仏
種
が
す
で
に
性
徳
本
具
な
れ
ば
更
に
改
め
て
下
種
す
る
の
要
は
な
く
、
本
具
の
仏
種
を
確
認
自

覚
す
べ
き
も
の
と
す
る
仏
種
論
の
観
が
あ
り
、
こ
れ
で
は
宗
祖
の
久
遠
下
種

・
末
法
下
種
と
い
う
指
南
に
違
背
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

故
で
あ
り
、
ま
た
二
の
下
種
の
心
識
論
に
お
い
て
は
、
浅
学
寡
間
の
小
柄
に
は
宗
学
上
始
め
て
下
種
の
心
識
が
九
識
中
の
い
ず
れ
の
識
な
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り
や
を
論
じ
た
も
の
は
中
世
に
て
は
隆
師
で
あ
り
、
隆
師
の
他
は
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
近
代
に
至
っ
て
日
中
智
学
氏
が

仏
種
と
心
識
と
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
み
。
而
も
隆
師
に
お
い
て
さ
え
後
に
出
す
が
如
く
、
第
八
識
下
種

・
六
九
合
論
下
種

・
第
九
識

下
種
の
三
説
が
存
す
る
。
佛
て
こ
こ
で
宗
徒
と
し
て
是
非
こ
の
三
説
を
会
通
し
て

一
律
に
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。

第

一
、
下
種
の
仏
種
に
つ
い
て

一
、
宗
祖
所
説
の
仏
種
論

さ
て
隆
師
所
懐
の
仏
種
論
に
入
る
に
先
立

っ
て
宗
祖
の
御
書
を
拝
見
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
宗
祖
の
御
書
を
概
観
す
る
と
き
、
仏
種
は

衆
生
の
心
中
に
本
来
具
足
さ
れ
て
い
る
性
徳
本
有
の
円
理
実
相
の
み
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
上
に
な
お
下
種
の
導
師
た

る
仏

・
菩
薩
に
よ
っ
て
後
天
的
に
衆
生
の
心
田
に
植
え
つ
け
ら
れ
る
教
法
を
も
仏
種
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

佐
前
の
般
守
弥
二
郎
許
御
書
に
は

我
等
衆
生
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
生
死
海
の
中
に
あ
り
し
が
、
法
華
経
の
行
者
と
な

っ
て
、
無
始
色
心
本
是
理
性
妙
境
妙
智
、
金
剛
不

滅
の
仏
身
と
な
ら
ん
事
、
あ
に
か
の
仏
に
か
わ
る
べ
き
や
。
過
去
久
遠
五
百
塵
点
の
そ
の
か
み
唯
我

一
人
の
教
主
釈
尊
と
は
我
等
衆
生

の
事
な
り
。
法
華
経
の

一
念
三
千
の
法
門
、
常
住
此
説
法
の
ふ
る
ま
い
な
り
。
…
…

一
念
三
千
の
仏
と
申
す
は
法
界
の
成
仏
と
云
ふ
事

に
て
候
ぞ
。
…
…
凡
人
即
仏
な
り
仏
即
凡
夫
な
り
。

一
念
三
千
我
実
成
仏
こ
れ
な
り
。
（飾
却
一一一∝
）

と
あ
る
。
こ
こ
で

一
念
三
千
の
法
門
を
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
に
か
ぎ
ら
ず
佐
前
に
お
け
る

一
念
三
千
論
は
未
だ
佐
渡
に
至

っ
て
開

顕
さ
れ
る
が
如
き
宗
祖
の
内
証
妙
解
の
事
具

一
念
三
千
の
義
で
は
な
く
、
天
台
附
順
の
理
具

一
念
三
千
の
義
に
し
て
性
徳
本
有
の
種
子
、

即
ち
仏
性
の
意
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

一
念
三
千
の
成
仏
は
成
仏
と
は
い
え
ど
も
実
は

「
無
始
色
心
本
是
理
性
妙
境
妙
智
」
と
い
う
理
性

八
品
教
学
に
お
け
る
下
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種
子
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と
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論
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の
成
仏
、
理
性
の
成
仏
な
れ
ば
己
心
即
法
界

・
法
界
即
己
心
と
い
う
法
界
同

一
性
の
成
仏
で
あ
り
、
故
に

「
仏
如
衆
生
如

一
如
無
二
如
」

と
い
う
凡
仏

一
体
の
旨
を
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
佐
前
の
述
門
正
意
の
理
具

一
念
三
千
が
、
佐
渡
に
至

っ
て
始
め
て
宗
祖
本
懐

の
本
門
正
意
の
事
具
三
千
義
に
進
展
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
佐
渡
撰
述
の
開
目
抄
を
拝
す
れ
ば

伝
教
大
師
は
日
本
顕
密
の
元
祖
、

秀
旬
に
云
く
、
他
宗
所
依
経
雖
レ
有
三

分
仏
母
義
一然
但
有
レ
愛
閲
二
厳
義
一、
天
台
法
華
宗
具
二厳
愛

義
一、
…
…
ξ
。
…
…
法
華
経
の
種
に
依
て
天
親
菩
薩
は
種
子
無
上
を
立
て
た
り
。
天
台
の

一
念
三
千
こ
れ
な
り
。
（趣
五
伍
筋
）

と
あ
る
。
こ
こ
に
明
さ
れ
た

一
念
三
千
の
種
と
は
天
台
外
宜
透
面
の
理
具

一
念
三
千
で
は
な
く
、
宗
祖
妙
解
の
天
台
内
鑑
本
密
の
事
具

一

念
三
千
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
０
　
か
く
本
門

一
念
三
千
の
仏
種
を
主
張
さ
れ
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
後
文
に
至

っ
て
は
そ

の
仏
種
た
る

一
念
三
千
の
知
解
証
得
を
否
定
し
こ
れ
を
超
え
て

但
天
台
の

一
念
三
千
こ
そ
仏
に
な
る
道
と
み
ゆ
れ
。
此
の

一
念
三
千
も
我
等

一
分
の
慧
解
も
な
し
。
而
れ
ど
も

一
代
経
経
の
中
に
は
此

経
計
り

一
念
三
千
の
玉
を
い
だ
け
り
。
…
…
此
経
は
愚
人
も
仏
因
を
種
ゆ
べ
し
。
不
求
解
脱
解
脱
自
至
等
ξ
。
（建
エハ
∝
吼
）

と
述
べ
て
、
妙
法
蓮
華
経
の
受
持
を
勧
奨
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う

「
天
台
の

一
念
三
千
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
天
台
外
宜
述
面
の
理

具

一
念
三
千
で
な
く
て
、
天
台
内
鑑
本
門
の
事
具

一
念
三
千
で
あ
り
、

「
此
経
」
と
い
う
は
此
の
法
華
経
即
ち
題
目
た
る
妙
法
蓮
華
経
で

あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

ま
た
本
尊
抄
に
お
い
て
も

華
厳
経

。
大
日
経
等
ハ…
…
本
有
ノ
三
因
無
シ
レ
之
ン
ヽ
以
テ
¨
何
フ定
メ
）
仏
種
フ
一。
（趨
七一
↓
一五
）

と
か
、
ま
た

雨
前

・
述
陥
円
教
ス
ラ
尚
為
二
仏
因
二
・
・…
‥
設
ヒ
法
′、称
ス
一
モ
甚
深
ナ
つ
卜
未
ダ
レ
識
二
種
熟
脱
フ
一、
還
テ
同ズ
ニ
灰
断
二・
ヽ
イヒ
′無
シ
一
始
終
一是
也
。
（違
七一
一
嘔
）

-4-



と
い
っ
て
、
本
有
の
三
因
、
本
門
の
仏
因
た
る

一
念
三
千
の
仏
種
を
称
揚
さ
れ
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
結
文
に
至

っ
て
は

不
ルレ識
ラ
ｉ

念
三
千
一者
ニ
ハ
仏
起
シ
ニ
大
慈
悲
フ
一五
字
ノ内
二募
二
此
珠
フ
一令
メ̈
マフ‰
二
末
代
幼
稚
ノ
駐
一。
（建
十
一一釧
）

と
て
、
末
代
幼
稚
た
る
衆
生
に
対
す
る

一
念
三
千
総
在
の
妙
法
蓮
華
経
の
授
与
を
説
か
れ
て
い
る
。

そ
の
他
呵
責
謗
法
滅
罪
抄
に
は

「
末
法
の
始
に
流
二
布

妙
法
蓮
華
経
五
字
一、　
日
本
国
の

一
切
衆
生
が
仏
の
種
子
を
懐
妊
す
べ
き
時
な

り
」

（飾

一
∞
肝
軌
）
と
い
い
、
教
行
証
御
書
に
は

「
此
時
は
濁
悪
た
る
当
世
の
逆
謗
の
二
人
に
、
初
め
て
本
門
の
肝
心
寿
量
品
の
南
無
妙

法
蓮
華
経
を
以
て
為
ス
ニ
下
種
ご

（飾
一
四．
ル
∝
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
②
　

「
寿
量
品
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
い
う
の
は
、
寿
量
品
の
本

因
果
国
依
正
互
融
の
事
具
三
千
の
法
体
で
は
な
く
、
寿
量
品
に
明
す
と
こ
ろ
の
久
遠
本
時
下
種
の
総
名
の
大
法
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
③

以
上
滅
罪
抄
の

「
妙
法
蓮
華
経
」
、
教
行
証
書
の

「
寿
量
品
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
は
開
目
抄

ｏ
本
尊
抄
に
お
け
る

一
念
三
千
総
在
の

要
法
た
る
と
同

一
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
か
く
宗
祖
の
御
書
に
は

一
念
三
千
の
仏
種
と
あ
る
か
と
思
え
ば
、
ま
た
更
に

一
念
三

千
総
持
の
総
名
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
仏
種
な
り
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
隆
師
所
解
の
仏
種
論

０
仏
種
に
お
け
る
性
徳

・
修
得
、
法
種

・
仏
種
の
別

そ
こ
で
以
上
宗
祖
所
説
の

一
念
三
千
仏
種
と
妙
法
蓮
華
経
仏
種
と
両
種
の
仏
種
論
を
如
何
よ
う
に
得
意
す
べ
き
か
。
こ
れ
に
対
す
る
隆

師
の
解
釈
を
挙
げ
て
滅
後
末
世
の
下
種
の
種
子
を
明
確
に
す
る
と
し
よ
う
。

隆
師
の
所
解
は
、

一
、
仏
種
に
お
い
て
性
徳

・
修
得
の
不
同
あ
る
こ
と

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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二
、
ま
た
法
種

・
仏
種
の
別
あ
る
こ
と

二
、
本
門
の
仏
種
に
更
に
性
徳

・
修
得
を
分
別
す
べ
き
こ
と

四
、
総
じ
て
仏
種
に
は
別
体
の
仏
種
と
総
体
の
仏
種
と
の
相
違
あ
る
こ
と

を
説
か
れ
て
い
る
。

先
づ
仏
種
に
お
け
る
性
徳

・
修
得
の
不
同
を
示
せ
ば

道

（日
道
聖
人
）
仰
せ
に
云
く
、
仏
種
に
於
て
修
得

・
性
徳
の
不
同
こ
れ
あ
り
。
修
得
の
仏
種
と
は

「
或
従
知
識
或
従
経
巻
」
し
て
聞
法

結
縁
す
る
を
修
得
の
仏
種
と
名
く
。
…
…
性
徳
の
仏
種
と
は
三
因

・
五
仏
性
①
是
れ
な
り
。
性
徳
の
中
に
於
て
修
と
性
を
分
つ
時
は
、

正
因
仏
性
は
性
徳
、
縁

・
了
は
修
得
な
り
。
（瓢
釧
砂
伊
」
）

と
明
さ
れ
て
い
る
。
今
こ
こ
に
い
う
修
得

・
性
徳
の
仏
種
の
実
体
を
い
え
ば
、
修
得
仏
種
は
本
門
所
詮
の
事
具

一
念
三
千
で
あ
り
、
性
徳

仏
種
は
述
門
所
詮
の
理
具

一
念
三
千
で
あ
る
。
こ
の
性
徳

・
修
得
の
仏
種
の
意
を
更
に
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
に
、
次
に
法
種

ｏ
仏
種
の

義
を
掲
げ
よ
う
。

所
詮
、
法
種
と
云
う
法
は
実
相
な
り
、
実
相
を
ば

「
述
門
正
意
在
顕
実
相
」
と
云
ふ
間
、
述
の
十
妙
の
初
に
境
妙
を
置
く
。
仏
種
と
云

ふ
は
人
に
約
す
、
人
と
は
廃
述
立
本
の
本
仏
な
り
。
本
門
に
は

「本
門
正
意
顕
寿
長
遠
」
と
云
ふ
故
に
、
本
の
十
妙
の
初
に
本
因
本
果

を
置
て
廃
述
立
本
し
て
三
千
を
成
ず
。
故
に
此
の
本
因
本
果
の
三
千
を
以
て
種
子
下
種
の
仏
種
と
為
す
な
り
。
開
目
抄
に
云
く
、

「
雨

前
述
門
の
十
界
の
因
果
を
打
破
て
本
門
十
界
の
因
果
を
説
き
顕
す
、
是
れ
即
ち
本
因
本
果
の
法
門
な
り
。
九
界
も
無
始
の
仏
界
に
具

し
、
仏
界
も
無
始
の
九
界
に
備
り
て
真
の
十
界
互
具

・
百
界
千
如

・
一
念
三
千
な
る
べ
し
」
子
。
下
巻
に
云
く
、

「法
華
経
の
種
に
依

て
天
親
菩
薩
は
種
子
無
上
を
立
て
た
り
、
天
台
の
一
念
三
千
是
れ
な
り
」
ξ
。
此
の
三
千
を
以
て
妙
法
蓮
華
経
に
裏
み
惣
名
を
以
て
下

種
の
法
と
為
す
な
り
。
（日
雛
一抄
‐
四
四
∝
、
類
文

碓
輪
釧
ｒ
却
五
伍
等
）
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こ
の
文
中
の

「
法
種
と
云
う
法
は
実
相
な
り
」
と
い
う
法
は
、
述
門
の
境
智
冥
合

（境
妙
智
危
）
・
人
法

一
体
の
法

（境
）
を
主
体
と

せ
る
も
の
で
、
そ
の
体
は
理
具

一
念
三
千
で
あ
り
、

「
仏
種
と
云
ふ
は
人
に
約
す
、
人
と
は
廃
述
立
本
の
本
仏
な
り
」
等
と
い
う
人
は
本

門
の
境
智
冥
合

（境
智
倶
妙
）
ｏ
人
法

一
体
の
人

（智
）
を
主
眼
と
せ
る
も

の
で
、
そ
の
実
体
は
本
因
本
果
の
報
身
本
仏
所
証
の
事
具

一

念
三
千
で
あ
る
。

「
仏
種
と
云
ふ
は
人
に
約
す
」
る
か
、
即
ち
何
故
下
種
の
種
子
を
久
成
の
報
仏
に
具
足
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
隆
師
は

「
下
種
は
必
ず
修
得
の
成
道
を
唱
え
て
因
果
を
具
し
、
因
円
果
満
の
仏
と
成
る
報
身
に
之
を
具
す
る
な
り
」
（喉
二
∝
）
と
明
さ
れ
て
い
る
。

か
く
本
門
の
仏
種
は
久
成
本
仏
所
証
の
事
具
三
千
な
れ
ば
、
開
目
抄
の
事
具
三
千
の
文
を
出
し
て
そ
の
証
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

働
て
前
の
性
徳

・
修
得
の
仏
種
の
不
同
は
、
結
句
今
の
法
種

・
仏
種
の
異
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。

仏種
一‐‐榊脚目い帥‐‐はい‐‐型寒一森〓一

隆
師
は
こ
の
法
種

・
仏
種
の
典
拠
と
し
て
開
本
両
抄
の
文
を
挙
げ
て
自
身
の
臆
説
に
あ
ら
ざ
る
旨
を
示
し
て
い
る

（唯
畦
一ご
。
そ
の
経

証
と
し
て
本
尊
抄
所
引
の
無
量
義
経

・
普
賢
経
の
二
経
に
輔
行

一
（蜘
林
バ
）
所
引
の
華
厳
経
の
文
を
加
え
、
こ
れ
に
義
拠
と
し
て
開
目
抄

所
引
の
伝
教
の
秀
句
の
文
を
以
て
せ
ら
れ
た
。
こ
の
経
証
の
中
に
法
華
経
の
文
を
示
さ
れ
な
い
が
、
法
華
経
が
経
証
の
第

一
た
る
こ
と
は

疑
う
べ
く
も
な
い
。

以
上
性
徳
仏
種
と
修
得
仏
種
、
法
種
と
仏
種
と
の
中
、
宗
祖
の
本
意
、
当
家
所
談
の
久
遠
下
種
の
種
子
は
、
台
家
に
論
ず
る
が
如
き
述

門
の
性
徳
の
法
種
（雛
罐
ｋ
か
噸
繹
雌
後
略
財
）
で
は
な
く
、
修
得
の
仏
種
た
る
事
具
三
千
の
法
体
で
あ
る
。
さ
れ
ば
隆
師
は

下
種
と
云
ふ
は
、
父
の
仏
智
と
母
の
実
相
の
境
と
境
智
冥
合
し
て
仏
種
を
下
す
。
（阻
雛

一抄
○
‐
五一
Ю
Ю
）

本
門
の
下
種
と
云
ふ
は
、
諸
円

一
実
相
の
母
妃
境
妙
の
体
玄
義
を
以
て
裏
と
成
し
、
久
遠
本
覚
の
父
大
王
報
仏
の
智
妙
の
宗
玄
義
を
以

て
面
と
為
し
た
る
報
身
の
、
父
母
境
智
冥
合
の
三
千
妙
法
蓮
華
経
を
成
ず
、
…
…
十
界
互
具

・
界
如
三
千
の
妙
法
蓮
華
経
の
要
法
は
、

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論

三
世
十
方
諸
仏

ｏ
菩
薩
の
根
本
種
子
及
び
十
法
界
の
最
初
下
種
の
大
法
な
り
。

と
い
う
の
で
あ
る
。

０
本
門
仏
種
に
お
け
る
性
徳

・
修
得
の
別

こ
の
本
門
事
具
三
千
の
仏
種
に
お
い
て
も
、
隆
師
は
更
に
性
徳

・
修
得
の
別
を
立
て
て
修
得
の
久
遠
下
種
の
本
意
な
る
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
。
即
ち

本
門
の
意
は
、
述
多
本

一
０
従
多
帰

一
す
る
本
地

一
仏
の
父
は
無
始
無
終
久
遠
常
住
に
し
て
非
生
非
滅
な
り
。
此
の
久
遠
常
住
の
金
剛

の
仏
種
を

一
切
衆
生
に
下
し
て
、

「
我
亦
為
世
父
」
、

「
其
中
衆
生
悉
是
吾
子
」
と
父
子
天
性
冥
会
し
て
、
無
始
久
遠
よ
り
己
来

一
切

衆
生
の
心
性
に
、
釈
尊

・
上
行
之
を
具
し
奉
る
。
此
れ
を

「
本
有
三
因
」
と
云
ふ
。
今
の
種
類
種

・
相
対
種
是
れ
な
り
。
０
　
此
の
本

有
の
三
因
、
修
得
に
始
め
て
顕
れ
出
づ
る
を
本
因
妙
下
種
と
名
く
。
（日
鎌
砂
‐
二
瓢
∝
）

と
い
う
。
初
め
に
性
徳
の
下
種
を

「
此
の
久
遠
常
住
の
金
剛
の
仏
種
を

一
切
衆
生
に
下
し
て
」
と
い
う
久
遠
下
種
は
、
こ
れ
本
仏
の
面
よ

り
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
衆
生
の
面
よ
り
す
れ
ば

「
無
始
久
遠
よ
り
己
来

一
切
衆
生

の
心
性

に
、
釈
尊

・
上
行
之
を
具
し
奉
る
」
も
の

で
、
や
は
り
性
徳
の
法
、
即
ち

「
本
有
の
三
因
」
で
あ
る
。
大
体
事
具
三
千
の
法
体
と
は
、

輔
行
五
に

「
当
レ
知
身
上

一
念
三
千
、
故
成

道
時
称
二
此
本
理
■

身

一
念
遍
二
於
法
界
こ

（「
琳
坤
）
と
い
う
が
如
く
、
本
仏
釈
尊
が
久
遠
本
時

に
客
観
的
存
在

の
法
界
の
三
千
実
相

（境
）
を
、
己
が
主
観
的
智
慧
を
以
て
覚
証
し
、
即
ち
境
智
冥
合
し
て
わ
が
内
証
の
法
と
し
、
而
し
て
そ
の
内
証
の
三
千
実
相
を
も

っ
て

更
に

（設
猟
酢
嚇
い
内
）
法
界
に
具
現
し
遍
満
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
本
仏
よ
り
す
れ
ば
証
得
と
同
時
に
衆
生
に
下
種
せ
し
め
た
法
で
あ

り
、
衆
生
よ
り
す
れ
ば
知
る
と
知
ら
ぎ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
本
来
心
中
に
具
足
す
る
性
徳
本
有
の
仏
種
で
あ
る
。
０
　
さ
れ
ば
経
に

「
我

亦
為
世
父
」
、

「
其
中
衆
生
悉
是
吾
子
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
隆
師
は

五同
七
ノ`」二
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り 或 不 生 師 の い の と  と

願
:「
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八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論

し
か
ら
ば
性
徳
仏
種
の
実
体
は
事
具
三
千
な
り
と
し
て
、
修
得
仏
種
の
仏
法
と
は

一
体
何
か
と
い
え
ば
、
本
尊
抄
の
結
文

（縫
た
」
郷
）

に
示
せ
る
如
く
、　
一
念
三
千
を
総
在
せ
る
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
。
故
に
隆
師
は

「
今
の
三
千
を
以
て
妙
法
蓮
華
経
に
裏
み
、
惣
名
を
以
て

下
種
の
法
と
為
す
な
り
」
（唯
畦
こ
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
法
華
初
心
成
仏
抄
（飾

一
欧
凱
剌
）
・
秋
元
抄
（飾

一
勧
一一一
一。
）等
の
意
に
順
じ
て
、

「
仏
に
成
る
種
子
と
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
限
る
べ
し
、
或
従
知
識

・
或
従
経
巻
ξ
。
経
巻
と
は
妙
法
蓮
華
経
是
れ
な
る
べ
し
。
…
…
三

世
十
方
の
仏

・
菩
薩
等
皆
悉
く
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
種
子
と
し
て
覚
を
成
ぜ
り
。
教
主
釈
尊
、
久
遠
の
時
の
本
因
本
果
の
種
子
は
妙
法
蓮

華
経
な
り
」
（
一宗
四
走
）
と
ぃ
ゎ
れ
て
い
る
。
こ
れ
全
く
宗
祖
の
本
意
を
得
た
も
の
と
謂
う
べ
き
で
あ
る
。
上
来
述
べ
た
と
こ
ろ
を
示
せ
ば

左
の
通
り
で
あ
る
。

久遠下種―画い帥̈
師“‐‐癬］〔碑［罐椰囃』申響は千

０
総
じ
て
仏
種
に
総
別
を
分
ち
総
体
た
る
教
種
を
撮
る

さ
て
最
後
に
仏
種
の
総
論
と
し
て
総
別
の
不
同
を
挙
げ
よ
う
。

久
遠
本
仏
釈
尊
の
種
子
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
是
れ
な
り
。
述
中
に
は
十
方
三
世
の
多
仏
を
明
す
故
に
、
種
子
各
別
な
り
。
本
地
は
釈
尊

一
仏
な
れ
ば
種
子

一
な
り
。
所
謂
題
目
の
五
字
な
る
べ
し
。
是
れ
は
総
体
の
種
子
、
述
中
は
別
体
の
種
子
と
口
伝
す
べ
し
。
惣
じ
て
題

目
は
万
法
十
界
の
本
地
の
種
子
な
る
べ
し
。
別
体
の
種
子
を
破
廃
し
て
本
地
惣
持
の
妙
法
蓮
華
経
の
種
子
を
修
行
し
て
逆
罪
不
善
の
凡

人
を
助
く
べき
も
の
な
り
。
（都釧
ψ
四伏）

と
あ
る
。
今
文
は
本
仏
釈
尊
の
三
世
化
道
に
お
い
て
本
地

・
述
中
を
分
別
し
、
本
地
久
遠
下
種
の
種
子
た
る
三
千
総
在
の
総
名
妙
法
蓮
華

経
を
も

っ
て
総
体
の
種
子
と
し
、
述
中
の
垂
述
諸
仏
所
用
の
諸
経
所
詮
の
法
身
実
相
を
も

っ
て
別
体
の
種
子
と
断
ず
る
も
の
で
あ
る
。
所

謂
本
地
の
久
遠
下
種
の
教
主
は
報
身
釈
迦
の
一
仏
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
下
種
の
種
子
は

一
箇
の
要
法
た
る
妙
法
蓮
華
経
で
あ
り
、
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述
中
の
時
は
そ
の
教
主
が
垂
述
な
れ
ば
三
世
十
方
に
亘
っ
て
多
種
多
様
の
諸
仏
な
る
故
に
、
そ
の
下
す
と
こ
ろ
の
種
子
も
多
種
各
別
で
あ

る
。
即
ち
大
通
覆
講
の
種
子
は
そ
の
体
述
門
所
詮
の
理
具
三
千
で
あ
り
、
中
間
世
々
の
化
道
は
頓
漸
諸
経
所
詮
の
法
身
実
相
で
あ
り
、
在

世
前
四
味
も
こ
れ
同
じ
く
無
相
の
実
相
で
あ
り
、
法
華
経
に
お
い
て
は
述
門
は
理
具
三
千
の
実
相
、
本
門
の
所
詮
は
事
具
三
千
の
法
体
で

あ
る
。
こ
れ
ら
述
中
大
通

・
中
間

・
在
世
の
権
述
諸
経
の
種
子
実
相
を
総
括
し
て
別
体
の
種
子
と
判
ず
る
の
で
あ
る
。
隆
師
は
、

謂
く
法
種
は
実
相
な
り
、
三
諦
な
り
、
中
道
法
身
な
り
、
諸
部
の
円
妙
な
り
。
…
…
働
て
法
身
の
分
を
ば
初
め
華
厳
の
円
、
方
等

・
般

若
よ
り
修
し
て
今
経
述
門
に
至
る
ま
で
之
を
明
す
。
開

・
未
開
の
円
理
実
相
を
悉
く
法
種
と
名
く
る
な
り
。
述
門
十
妙
の
初
の
境
妙

・

智
妙
等
、
大
通
下
種
も
法
種
な
り
。
（口
雛
一抄
‐
四
三
貼
）

と
い
っ
て
い
る
。
と
い
う
意
は
述
中
の
権
教
の
諸
経

。
今
経
述
門

。
大
通
下
種
等

一
切
の
種
子
は
皆
実
相
法
身
な
れ
ば
、
仏
種
と
い
う
べ

き
で
な
く
法
種
と
い
う
べ
き
も
の
、故
に
別
体
種
子
と
い
う
は
い
づ
れ
も
法
種
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。さ
れ
ば
こ
の
文
に
つ
づ
い
て

法
種
と
云
う
は
仏
母
実
相
の
悲
母
の
辺
を
以
て
正
意
と
為
し
て
種
子
下
種
を
論
ず
る
故
に
、
実
を
以
て
之
を
思
ふ
に
真
実
の
下
種
に
は

非
ざ
る
な
り
。
故
に
雨
前

・
述
門
に
明
す
体
用
本
述
の
体
の
法
身
に
於
て
之
を
論
ず
。
此
の
法
種
は
熟
脱
の
上
に
於
て
之
を
論
ず
る
な

り
。
（銅
）

と
い
う
。
即
ち
述
中
別
体
法
種
た
る
種
子
は
種
の
名
は
あ
れ
ど
も
、
実
は
下
種
の
種
子
で
は
な
く
熟
脱
の
法
体
で
あ
る
と
い
う
。
而
し
て

こ
れ
に
つ
づ
い
て
、

諸
天
台
宗
に
雨
前

・
迩
門
に
通
じ
て
下
種
あ
り
、
得
道
あ
り
と
云
ふ
は
、
此
の
法
種
の
辺
を
下
種
と
意
得
て
日
蓮
宗
を
証
ふ
る
な
り
。

（却
）

等
と
結
ば
れ
て
い
る
。

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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以

|    1 上

奮  奄書全
≧上串共友塞き
「
 萱墓率重 澤
計¬ 馨畢蓬奮釜

|■~1』

と
な
る
。

隆
師
の
諸
著
を
拝
す
る
に
、
以
上
の
如
く
種
子
に
お
い
て
単
に
法
種
と
仏
種
と
を
分
別
し
、
諸
経

ｏ
述
門
の
種
子
、
本
門
の
種
子
を
仏

種
と
し
、
こ
れ
を
総
体
種
子

ｏ
別
体
種
子
に
配
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
上
述
の
如
く
本
門
の
久
遠
下
種
に
性
徳

・
修
得
の
二
種
あ
り
と

せ
ば
、
当
然
本
門
の
仏
種
子
に
お
い
て
更
に
仏
種
と
教
種
と
を
分
別
し
て
、
法
種

・
仏
種

・
教
種
の
三
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
種

は
雨
前

・
述
門
に
通
ず
と
い
え
ど
も
、
商
前
諸
経
の
種
子
は
熟
益
に
種
の
名
を
与
え
た
も
の
と
し
て
今
こ
れ
を
除
き
、
法
華
経
の
み
に
つ

い
て
種
子
を
論
ず
る
な
ら
ば
左
の
如
く
な
る
。

述
門
―
理
具
三
千
１
１
仏
性
―
性
徳

修
得
―
―
総
種
―
能
開

隆
師
が

「
久
遠
下
種
に
性

・
修
あ
り
」
と
い
い
な
が
ら
性
修
共
に

「
仏
種
」
の
語
を
用
い
、
こ
の
一
箇
の
名
称
に
お
い
て
性
修
の
二
義

を
含
ま
し
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
所
謂

一
は

「
法
種
は
実
相
な
り
」
と
い
う
如
く
、

「
法
種
」
の
語
が
法
体
（鮎
辮
）
の
種
の
意
で
あ

| | |
本 本
地 F日

| |
妙 事
法 具
蓮 三
華 千

帯 |

教 仏
種 種
| |
1修

|?
性
徳
|

|

男」
種
|

所
開
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る
と
す
れ
ば
、

「
仏
種
と
云
ふ
は
人
に
約
す
、
人
と
は
廃
述
立
本
の
本
仏
な
り
」
と
い
え
る
如
く
、

「
仏
種
」
と
は
仏
身
（姑
散
）
の
種
、

即
ち
述
門
の
法
種
が
客
観
的
法
界
の
理
境
の
三
千
で
あ
り
、　
一
切
衆
生
性
具
の
仏
性
を
指
す
も
の
と
す
れ
ば
、
本
門
の
仏
種
は
理
境
の
三

千
が
本
仏
釈
尊
の
智
に
よ
っ
て
証
得
さ
れ
、
本
仏
主
観
の
内
心
に
さ
と
り
取
ら
れ
た
境
智
冥
合
の
事
成
の
三
千
で
あ
り
、　
一
切
衆
生
に
具

現
さ
れ
た
仏
種
の
意
で
あ
る
。
二
は

「法
種
」
が
法
体

の
種
の
意
で
あ
れ
ば
、

「
仏
種
」
は
仏
乗
の
種
、
即
ち
仏
乗

（教
法
）
た
る
妙

蓮
華
経
を
指
す
の
で
あ
る
。
故
に
今
こ
れ
を
教
種
と
名
け
る
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
こ
れ
を
ま
た
性
種

（離
哺
離
％
法
）
に
対
す
る
乗
種

（部
媒
盪
％
教
）
と
呼
ん
で
い
る
。
０

以
上
の
如
く
久
遠
本
時
の
修
得
下
種
の
種
子
が
教
種
た
る
総
名
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
。
こ
の
故
に

「
是
好
良
薬
今
留
在
此
、
汝
可
取
服

勿
憂
不
差
」
の
経
説
に
準
拠
し
て
滅
後
末
法
に
備
え
ん
と
す
る
が
、
宗
祖
の
末
法
下
種
論
で
あ
る
。
謂
く
、

此
時
地
涌
千
界
始
出
二
現
世
一但
以
二妙
法
蓮
華
経
五
字
一令
レ
服
二
幼
稚
一
（縫
か
」
に
）

Ｌ

Ｃ

。末
法
の
衆
生
を
指
し
て
本
未
有
善
の
機
と
い
う
の
は
、
こ
の
修
得
仏
種
た
る
総
名
妙
法
蓮
華
経
を
未
だ
下
種
せ
ざ
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
っ
て
、
事
具
三
千
の
別
体
仏
種
の
未
下
種
を
指
す
の
で
は
な
い
。
門
下
各
派
の
教
学
に
お
け
る
寿
量
品
所
詮
の
本
因
果
国

・
十
界

互
具

・
依
正
互
融
の
事
具
三
千
の
法
体
は
末
代
の
衆
生
に
と
っ
て
は
性
徳
本
有
の
仏
種
に
し
て
、
す
で
に
久
遠
本
仏
の
本
時
成
道
と
同
時

に
下
種
さ
れ
て
い
る
も
の
、
本
尊
抄
大
文
第

一
の
結
文
と
し
て
の
輔
行
五
の

「
当
知
身
土
」
野
の
文
が
こ
の
意
を
顕
し
て
い
る
。

か
く
末
法
未
下
種
の
衆
生
に
下
種
す
べ
き
教
種
は
、
正
し
く
本
尊
抄
総
結
の
文
の
如
く
事
具
三
千
能
裏
の
総
名
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
。

さ
れ
ば
隆
師
は
宗
祖
の
垂
誨
に
随
っ
て

此
の
本
述
父
母
境
智

一
致
し
て
過
去
の
末
法
下
種
の
妙
法
蓮
華
経
を
成
ず
る
な
り
。
…
…
此
の
五
義
を
惣
在
す
る
故
に
妙
法
蓮
華
経
を

惣
名
と
名
く
る
な
り
。
…
…
境
智
冥

一
の
下
種
の
本
尊
た
る
妙
法
蓮
華
経
と
為
し
始
め
て
真
実
の
仏
種
を
顕
し
、
本
門
八
品
を
説
き
上

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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下
種
薫
入
す
る
そ

何 が 要 八 種 ら

脅 響`ギシ萬ど

合 脅 護 人

'要
し 題 せ  =° の
め 目 ら ご 殊 心
る を れ  ・ に 識
の 日

｀
曽 佐 に

か 唱 ま 谷 渡 つ

の し た 入 以 い

義 て こ 道 後 て
に 折 の 殿 に 述
至 伏 下 許 お べ
つ 弘 種 御 け る

一 14-

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論

行
に
付
し
て
末
法
に
譲
り
、
末
代
に
出
現
し
て
本
門
法
華
宗
を
興
し
、
本
門
三
大
秘
法
を
弘
め
、
三
大
秘
法
惣
在
の
本
門
の
南
無
妙

法
蓮
華
経
の
本
尊
を
立
つ
一ギ
ｏ
（日
錦
⇒
‐
四
一
以
、
類
文
桂一
六
跡
三
酔
）

と
談
ず
る
の
で
あ
る
。

経
を

の
所
種

。
所
薫
の
心
識
に
つ
い

左
に
そ
の
文
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。



下
種
と
は
生
死
の
障
隔
を
初
め
て
之
を
知
り
、
生
死
菩
提
と
之
を
信
じ
、
更
に
疑
な
き
を
最
初
発
心
の
下
種
と
は
云
ふ
な
り
。
此
の
時

妙
法
の
功
徳
、
第
八
頼
耶
蔵
識
に
収
ま

っ
て
金
剛
石
の
如
し
、
是
れ
即
ち
名
字
即
下
種
の
相
貌
な
り
。
（又
同
抄
一一Ｌ
九
、
今
略
之
）

二
、
弘
経
抄
四
三

（堆
八
珪
）

信
解
品
抄
五
帖
中
の
第
五
、
開
警
を
頌
す
る
下

次
に
退
と
云
う
は
内
心
の
下
種
は
不
退
な
れ
ど
も
外
縁
は
退
な
り
。
其
の
故
は
妙
法
の
功
用
、
甚
深
に
し
て

一
た
び
聞
法
結
縁
し
ね
れ

ば
、
頼
耶
の
本
蔵
に
納
め
て
永
劫
に
も
朽
ち
ず
、
何
な
る
悪
縁
に
遇
ふ
と
雖
も
其
の
心
田
の
種
子
は
失
せ
ず
、
故
に

「
聞
法
種
子
永
劫

不
失
」
と
も
、
涅
槃
疏
に
は

「
聞
法
種
子
世
々
増
長
無
有
相
失
」
と
も
釈
す
る
な
り
。
③

三
、
同
抄
五
二

（却
八
一上
）

化
城
喩
品
抄
六
帖
中
の
第
五
、
中
間
に
難
相
値
遇
す
る
こ
と
を
明
す
下

第
二

ｏ
第
二
類
０
は
退
大
謗
法
の
故
に
御
抄
の
如
く
六
道
に
沈
治
す
る
な
り
。
但
し
逆
縁
謗
法
の
者
も
三
途
に
堕
せ
ず
と
云
う
こ
と
こ

れ
あ
り
。
今
経
は
金
剛
妙
智
に
し
て

一
度
之
を
信
受
し
て
第
八
識
の
心
田
に
納
め
己
れ
ば
、
三
途
に
入
る
と
も
更
に
朽
ち
ず
し
て
常
住

不
退
な
り
。
故
に
三
途
の
中
に
て
も
己
心
心
性
の
納
種
の
妙
法
に
照
さ
れ
、
苦
即
法
界
し
て
苦
無
く
、
還
て
四
徳
の
妙
法
を
身
心
に
自

受
法
楽
す
る
な
り
。
故
に
三
途
に
堕
つ
と
云
う
も
不
堕
に
な
る
な
り
。
是
れ
即
ち
経
力
不
退
の
義
な
り
。

四
、
同
抄
九
二

（同

一
約
）

分
別
功
徳
品
抄
四
帖
中
第
二
、　
一
念
信
解
の
項
、
名
字
不
退
を
説
く
下

此
の
如
き
不
信
の
堕
獄
者
⑩
も
、
其
の
身
は
獄
に
あ
り
と
雖
も
兼
ね
て
聞
法
結
縁
せ
し
信
心
の
種
子
、
第
八
頼
耶
蔵
識
に
納
ま

っ
て
更

に
失
せ
ず
、
還
て
信
心
の
本
妙
に
照
さ
れ
て
冥
に
妙
楽

（翻
期
の
）
を
受
け
て
獄
の
大
王
と
成
り
、
獄
の
衆
生
に
信
心
妙
周
遍
の
冥
益
冥

応
こ
れ
あ
り
、
不
軽
軽
毀
の
衆
の
如
く
還

っ
て
不
軽
に
値
ふ
て
獄
を
出
で
、
上
行
に
値
ひ
奉
り
て
妙
果
を
証
す
る
な
り
。

以
上
第
八
識
下
種
を
説
く
四
文
の
中
、
第

一
・
四
文
は
本
門
の
下
種
を
説
く
文
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
な
い
と
し
て
、
第
二

ｏ
三
文
は

本
門
の
下
種
を
説
く
文
で
な
く
、
述
中
の
下
種
を
論
ず
る
文
で
あ
る
か
ら
不
審
が
あ
る
。
即
ち
第
二
文
は
過
去
下
種
の
者
の
中
間
世
に
お

け
る
父
子

（雑
投
）
相
失
を
頌
す
る
文
で
あ
り
、
第
二
文
は
述
門
大
通
下
種
の
者
の
中
間
世
に
ま
た
仏
に
値
遇
す
る
こ
と
を
顕
す
文
で
あ

っ

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論

て
、
共
に
こ
れ
本
地
の
久
遠
下
種
を
説
く
文
で
は
な
く
、
述
中
の
下
種
を
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
隆
師
は
何
故
述
中
下
種
に

お
い
て
も
仏
種
所
薫
の
心
田
を
問
題
に
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
宗
祖
が
本
尊
抄
ｏ曽
谷
入
道
殿
許
御
書
・法
華
取
要
抄
等
に
二
五
の
遠

化
、
二
五
下
種
と
て
、
述
門
三
千
塵
点
の
大
通
下
種
と
本
門
五
百
塵
点
の
久
遠
下
種
と
を
以
て
今
経
の
下
種
法
門
を
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
大
体
宗
祖
の
本
意
、
当
宗
の
正
義
と
し
て
法
華
経
を
論
ず
る
場
合
、
法
華
経
に
本
地

ｏ
述
中
の
不
同
を
論
じ
、
述
中
熟
脱
の

法
華
経
を
撮
ら
ず
し
て
本
地
下
種
の
法
華
経
を
用
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
即
ち
五
味
主
の
法
華
経
で
あ
る
。
焼
米
抄

（飾
一
恕
駄
正
）
に

開

・
未
開
異
れ
ど
も
同
じ
く
円
な
り
と
ダ
、
是
は
述
門
の
心
な
り
。諸
経
は
五
味
・法
華
経
は
五
味
主
と
申
す
法
門
は
本
門
の
法
門
な
り
。

と
あ
る
。
雨
前

・
法
華
と
相
対
し
て
開

・
未
開
の
同
異
を
論
ず
る
は
初
重
教
相
で
あ
り
、

「
諸
経
は
五
味

・
法
華
経
は
五
味
主
」
と
分
別

す
る
は
第
二

・
第
二
の
教
相
で
あ
っ
て
、
こ
の
三
種
教
相
所
詮
の
法
華
経
を
論
ず
れ
ば
、
隆
師
が

「
初
重
の
八
教
の
超

・
不
超
は
熟
脱
な

り
。
第
二
は
大
通
下
種
な
り
。
第
二
は
久
遠
下
種
な
り
」
（
一隆
量
一こ

と
ぃ
ゎ
れ
て
い
る
如
く
、
初
重
の
所
詮
は
在
世
五
味
中
熟
脱
の
法
華

経
で
あ
り
、
第
二
重
の
所
詮
は
五
味
主
た
る
過
去
大
通
下
種
の
法
華
経
、
第
二
の
所
詮
は
真
実
五
味
主
の
久
遠
本
時
下
種
の
法
華
経
で
あ

る
。
初
重
の
法
華
経
も
第
二
重
大
通
下
種
の
法
華
経
も
共
に
述
門
で
は
あ
る
が
、
初
重
の
述
門
法
華
経
は
面
前
諸
経
に
通
ず
る
教
妙
の
述

門
、
即
ち
天
台
過
時
の
述
門
で
あ
り
、
第
二
の
大
通
下
種
の
法
華
経
は
雨
前
超
過
の
部
妙
の
妙
法
蓮
華
経
、
要
法
体
内
の
述
門
、
即
ち
観

心
本
尊
得
意
抄
（飾
ｔ
一一一一一∞
）
及
び
四
菩
薩
造
立
抄

（飾
一
級
嘔
競
）
に
示
さ
れ
て
い
る
如
き
宗
祖
所
用
の
述
門
に
し
て
、
末
法
下
種
の
助

行
と
な
る
述
門
で
あ
る
。
さ
れ
ば
隆
師
は

此
の
第
二
は
大
通
下
種
、
第
二
は
久
遠
下
種
な
り
。
此
の
二
五
下
種
を
五
味
主
と
云
ふ
。
五
味
主
を
諸
御
抄
に
移
し
て
、
第
二
の
下
種

を
以
て
助
行
と
為
し
、
第
三
の
久
遠
下
種
を
以
て
正
行
と
為
し
て
本
門
法
華
宗
を
立
つ
る
多
。
（
一同
一一一訳
、
類
文
同
一ヽ
∞
Ю
）

と
示
さ
れ
て
い
る
。
末
法
下
種
に
お
い
て
第
二
の
久
遠
下
種
の
本
門
妙
法
蓮
華
経
を
正
行
と
し
、
第
二
の
大
通
下
種
の
述
門
妙
法
蓮
華
経

を
助
行
と
し
て
撮
用
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
意
味
で
第
二
・
三
文
を
も
本
門
五
味
主
の
下
種
を
顕
す
釈
と
し
て
、
そ
の
所
種

・
所
薫
の
心
識
を
第
八
識
阿
頼
耶
と
談
ぜ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

０
六
九
合
論
下
種
説

弘
経
抄
五

一
（雖
総
嘔
）

化
城
喩
品
抄
六
帖
中
の
第
四
、
中
間
に
更
相
値
遇
す
る
こ
と
を
明
す
下

又
六
七
八
九
識
の
中
に
は
何
れ
の
識
を
以
て
下
種
を
成
ず
る
や
と
云
う
に
、
今
明
発
心
在
名
字
位

（凛
肝
齊
）
す
る
発
心
は
六
九
合
論
じ

て
信
心
を
発
心
す
る
故
に
、
九
識
発
心
か
と
す
れ
ば
六
識
、
六
識
発
心
か
と
す
れ
ば
本
覚
本
有
の
質
多
心
な
り
。
是
れ
信
力
経
力
の
発

心
な
り
。

下
種
を
厳
密
に
い
え
ば
下
種
に
は
聞
法

・
信
心

・
口
唱

・
弘
通
の
段
階
が
あ
る
が
、
当
文
は
信
心
下
種
の
上
よ
り
所
薫

・
所
種
の
心
識
を

論
ず
る
文
で
あ
る
。
即
ち
発
心
と
は
信
心
を
発
す
こ
と
、
信
心
を
発
す
る
は
要
法
の
下
種
に
よ
る
こ
と
在
文
分
明
で
あ
る
。

０
第
九
識
下
種
説

宗
要
集
、
雑
部
第
七
、
九
識
証
拠
の
下

本
門
流
通
の
一
念
信
解
の
名
字
信
行
は
九
識
発
心
か
、
六
識
発
心
か

当
宗
の
義
に
云
く
、
所
詮
能
発
菩
提
心
の
邪
正
善
悪
は
必
ず
所
発
の
境
に
依
る
…
…
先
づ
末
法
当
時
は
本
門
法
華
経

一
部
ば
か
り
時
機

相
応
の
正
法
正
境
な
り
。
其
の
中
に
も
本
門
八
品
上
行
要
付
の
本
尊
を
以
て
正
意
と
為
す
な
り
。
…
…

次
に
本
門
流
通
名
字
信
行
の
所
発
の
境
の
本
尊
本
地
妙
法
蓮
華
経
と
は
…
…
父
子
互
具
す
る
本
因
本
果

ｏ
十
界
界
如

・
三
千
妙
法
蓮
華

経
の
経
力
深
重
な
る
を
所
発
の
境
の
本
尊
と
為
し
て
能
発
す
る
故
に
、
経
力
に
つ
れ
て
信
力
又
甚
深
な
り
。
此
の
経
力

・
信
力
と
云
ふ

も
上
行
に
付
嘱
し
て
上
行
よ
り
伝
授
す
る
信
行
発
心
な
る
故
に
、
発
心
に
本
覚
の
功
徳
力
深
大
に
し
て

一
念
の
間
に

「
発
心
畢
党
二
不

別
」
し
て

「
凡
夫
発
心
尚
与
妙
覚
畢
寛
不
二
」
し
て
、
名
字
妙
覚

・
凡
聖

一
如
の
即
身
成
仏
の
本
覚
発
心
は
諦
ひ
も
な
く
九
識
発
心
な

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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り
。
是
れ
悉
く
釈
尊

・
上
行

・
妙
法
蓮
華
経
、
三
宝
力
の
経
力

・
信
力
な
り
。
此
の
如
く
三
宝
力
あ
る
故
に
教
弥
実
位
弥
下
し
て
名
字

凡
夫
な
が
ら
九
識
発
心
す
る
な
り
。

当
文
に
つ
い
て
、
或
は
是
れ
発
心
の
心
識
を
説
く
も
の
に
し
て
下
種
の
心
識
を
論
じ
た
も
の
で
な
い
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し

前
文
の
項
に

一
言
し
た
如
く
、
発
心
と
は
信
心
の
こ
と
、
信
心
は
下
種
で
あ
る
。
そ
の
証
文
を
出
せ
ば
弘
経
抄

一
〇
〇

（隆
雌
始
∞
）
に

名
字
即
は
下
種
の
位
な
り
。
名
字
の
位
に
し
て
発
菩
提
心
し
て
初
め
て
信
心
を
発
す
。
故
に
名
字
即
は
下
種
の
心
な
り
。
…
…
名
字
信

位
は
久
成
の
釈
尊
、

「
修

一
円
因
感

一
円
果
」
し
て
本
因
よ
り
本
果
に
至
り
、
又
教
弥
実
位
弥
し
て
本
因
妙
に
出
で
、
本
化
上
行
等
の

大
衆
を
化
し
菩
提
心
を
発
さ
じ
め
て
下
種
を
成
ず
。
此
れ
を
久
遠
下
種
と
名
け
、
此
の
位
を
名
字
郎
と
云
ふ
ξ
。

と
。
下
種
の
位
は
名
字
即
、
名
字
即
は
信
心
を
発
す
発
心
の
位
、
信
心
を
発
す
は
妙
法
蓮
華
経
を
心
田
に
下
種
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
久
遠

本
時
に
お
い
て
論
ず
れ
ば
久
遠
下
種
と
い
い
、
こ
れ
を
上
行
付
嘱
を
経
て
末
法
に
移
せ
ば
末
法
下
種
と
い
う
の
で
あ
る
。
故
に
当
文
に
下

種
の
言
な
き
も
こ
れ
下
種
の
心
識
を
論
じ
て
第
九
識
発
心
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
支

那

に
お
け
る
三
家

心
識
論

の
不
同

以
上
隆
師
の
第
八
識
下
種

・
六
九
合
論
下
種

・
第
九
識
下
種
の
三
説
を
会
通
し
て
、
当
宗
と
し
て
何
れ
の
識
が
下
種
の
心
田
と
な
る
か

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
問
題
を
決
す
る
前
提
と
し
て
支
那
に
お
け
る
三
家
心
識
論
の
相
違
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
無
著

・
世
親
の
唯
識
思
想
を
中
国
に
伝
承
し
た
も
の
に
、
三
家
の
不
同
が
あ
る
。
即
ち
地
論

・
摂
論

・
唯
識
の
三
宗

で
あ
る
。

先
づ
地
論
宗
は
北
魏
に
お
け
る
菩
提
流
支
の
所
伝
に
し
て
、
北
禁
宣
武
帝
の
永
平
元
年

（五
〇
八
）
に
イ
ン
ド
よ
り
菩
提
流
支

・
勒
那

摩
提
等
が
洛
陽
に
来
て
同
じ
く
世
親
の

「
十
地
経
論
」
０
を
訳
出
し
た
が
そ
の
所
説

一
致
せ
ざ

る
も

の
が
あ

っ
た
の
で
、
宣
武
帝
が
慧

…… 18 -



光
⑫
を
し
て
こ
れ
を
合
訳
せ
し
め
た
の
が
現
在
の

「
十
地
経
論
」
十
二
巻
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
十
地
経
論
に
依
る
地
論
宗
に
南
北
二
道

派
が
あ
り
、
南
道
は
慧
光
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
多
分
摩
提
の
思
想
を
承
け
て
相
州

（阿
南
省
）
の
南
道
に
弘
通
し
、
北
道
は
道
寵
を
祖

と
す
る
学
派
で
親
し
く
流
支
よ
り
十
地
経
論
の
旨
を
伝
受
し
相
州
北
道
に
弘
通
し
た
と
い
う
。

両
者
の
所
説
の
不
同
に
つ
い
て
は
荊
漢
大
師
湛
然
が

古
、
弗
一
地
論
フ
一相
州
自
ラ
分
レ一
南
れ
二
道
二・所
レ
計
ス
ル不
レ
同
シヵ
ラ。
南
′、計
スニ
法
性
生
ズ蟄

切
法
，一、
た
弘
二梨
耶
」
ゴ

切
法
フ一。
宗
党
既
二服
シテ釈
義

不
レ
同
シ
ヵ
ラ
（紋
莉
婦
一ハ
一一一）

陳
梁
己
前
弘
二
地
論
一師
、
二
処
不
レ
同

ラ
。
相
州
此
道
計
〓
阿
梨
耶
一以
為
〓依
持
一、
相
州
南
道
計
二
真
如
一以
為
二依
持
一。
此
二
論
師
倶

島
一
天
親
二
・而
所
計
各
異
ル
コト
同ジ
ニ
於
水
火
二
・
（級
嫡
ノ
一一一一ヲ
）

と
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と

地論宗―一‐‐卸］目癬嘲け時商‐‐は螂囃鰤皐］一］醸″］日一

で
あ
る
。
し
か
け
境
野
黄
洋
博
士
は
、
従
来
は
大
体
此
の
解
釈
に
よ

っ
て
い
る
が
こ
れ
の
み
で
は
誤
解
を
生
ず
る
恐
れ
あ
り
と
し
て
、

「
実
は
南
道
の
説
は
黎
耶
浄
識
の
八
識
建
立
説
で
あ
り
、
北
道
の
説
は
真
妄
和
合
の
九
識
建
立
説
で
あ

っ
て
、
第
八
黎
耶
妄
第
九
黎
耶
浄

と
立
て
る
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
（支
那
仏
教
致
畔
編
）
博
士
に
よ
る
と
北
道

は
第
九
の
阿
黎
耶
識
を
立
て
て
い
る
が
、
次
の
摂
論

宗
の
如
き
竜
摩
羅
の
名
が
未
だ
見
え
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
湛
然
は
南
道
は
法
性
依
持
説
で
法
性
を

一
切
法
出
生
の
根
元
で
あ
る

と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
村
上
専
精
博
士
に
よ
る
と
、
阿
黎
耶
識
は
純
然
た
る
真
如
法
性
の
真
識
で
あ

っ
て
万
法
縁
起
の
第

一
原
因
で
は
な

く
、万
法
縁
起
の
第

一
原
因
は
第
七
阿
陀
那
識
の
妄
識
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（仏

一教
雛
∞
齢
Ｙ

す
る
と
南
道
と
北
道
の
相
違
を
い
え
ば

一
、
南
道
は
八
識
説
で
第
九
識
を
立
て
な
い
が
、
北
道
は
第
九
識
を
立
て
る
。

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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二
、
南
道
は
阿
黎
耶
を
第
八
識
、
純
浄
の
真
識
と
す
る
が
、
北
道
は
阿
黎
耶
に
染
浄
の
二
を
分
ち
、
第
八
阿
黎
耶
を
染
法
の
妄
識

・
第

九
阿
黎
耶
を
純
浄
の
真
識
と
す
る
。

三
、
南
道
は
万
法
縁
起
の
第

一
原
因
を
第
七
阿
陀
那
識
と
す
る
が
、
北
道
は

一
切
法
縁
起
の
原
因
を
第
八
阿
黎
耶
の
妄
識
と
す
る
。

か
よ
う
に
北
道
は
第
九
識
を
建
立
す
る
が
故
に
、
次
に
興
れ
る
摂
論
宗
に
摂
合
し
て
消
滅
し
て
し
ま
い
、
南
道
の
み
後
に
残
る
の
で
あ
る

が
、
隋
唐
に
入

っ
て
華
厳
宗
が
興
隆
す
る
や
地
論
宗
は
本
経
及
び
教
義
の
性
格
上
つ
い
に
華
厳
宗
に
同
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

次
に
摂
論
宗
は
真
諦
訳
の

「
摂
大
乗
論
」
に
依
る
宗
派
で
、
真
諦
０
は
陳
の
文
帝
天
嘉
四
年

（五
杢
こ

に

「
摂
大
乗
論
」
を
翻
訳
し
て

摂
論
宗
を
弘
め
た
が
、
そ
の
時
は
あ
た
か
も
梁
陳
交
替
の
革
命
に
遭
遇
、
戦
乱
絶
え
る
こ
と
な
き
時
代
で
あ
り
、
而
も
真
諦
訳
の
摂
論
に

お
け
る
縁
起
思
想
の
如
き
は
支
那
南
方
人
種
に
適
応
せ
ざ
る
も
の
、
か
く
彼
は
時
と
処
と
を
得
ず
し
て
示
寂
、
そ
の
後
は
門
下
の
法
泰

・

智
憧
、
法
泰
の
門
に
静
嵩
が
あ

っ
て
こ
の
宗
を
弘
通
し
た
。
真
諦
訳
の

「
摂
大
乗
論
」
に
は
無
著
の
著
わ
せ
る
本
論
三
巻
と
世
親
作
の
釈

論
十
五
巻
が
あ
る
。
摂
大
乗
論
に
は
十
勝
相
０
が
あ
り
、
そ
の
最
初
二
段
に
専
ら
唯
識
教
学
を
説
く
の
で
、
後
段
は
実
践
面
と
そ
の
所
期

と
を
示
す
の
で
あ
る
。

天
台
大
師
は
地
論

・
摂
論
二
家
所
立
の
不
同
を
示
し
て

若
シ
地
人ノ
明サ
ク
阿
梨
耶
ハ是
レ
真
常
ノ浄
識
ナ
リ
ト
。
摂
大
乗
′
人
ノ
云
ク
是
レ無
記
無
明
随
眠
之
識
ナ
リ
亦
名
ク
無
没
識
卜
一、
九
識
フ
乃
チ名
夕
一浄
識
卜
一互
二乱
。
（絃
格
七
一一九
）

地
人
云

一
切
解
惑
真
妄
依
〓
持
法
性
一、
法
性
持
二
真
妄
一真
妄
依
二
法
性
一也
。
摂
大
乗
云
法
性
不
二
為
レ
惑
所
ブ染
不
二為
レ真
所
，浄
、
故
法

性
ハ九
二依
持
二
三
肇
依
持
卜
一者
阿
黎
耶
是
レ也
、
無
没
無
明
盛
二
持
セ
リ
ト
一
切
ノ
種
子
ヮ
一。
（祉
相
五
一一ヲ
）

と
い
っ
て
い
る
。
即
ち

地論宗‘―法性依持説―ム却罐酬蹴漱一性いは降離・し蒙業補帥師端薇「る。
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地
論
家
は
八
識
説
で
、
第
八
阿
梨
耶
識
を
以
て
真
識
と
す
る
が
故
に
第
九
識
を
立
て
な
い
。
阿
梨
耶
識
が

一
切
の
解
惑

・
真
妄
を
依
持

す
る
が
、
万
法
縁
起
の
原
因
を
第
七
阿
陀
那
識
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
摂
論
家
は
九
識
説
で
、
無
明
随
眠
の
識
た
る
第
八
識
阿
梨
耶
を

以
て
万
法
縁
起
の
原
因
と
し
、
こ
の
上
に
真
如
法
性
た
る
第
九
識
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
真
如
を
識
中
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と

は
真
如
に
な
お
了
別
作
用
を
認
め
、
阿
梨
耶
依
持
と
い
い
な
が
ら
真
如
を
以
て
縁
起
の
根
本
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
が
八
識
の
上
に

第
九
識
を
立
て
る
こ
と
は
摂
論
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
金
剛
三
昧
経

ｏ
首
拐
厳
経
及
び
真
諦
訳
の
決
定
蔵
論

・
十
八
空
論

・
顕
識
論
等
の

説
に
よ
る
も
の
で
、
摂
論
自
体
に
は
第
九
識
と
か
奄
摩
羅
識
と
か
い
う
名
言
は
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
（雅
諏
詢
嫁
の要
礁
Ｙ

こ
の
摂
論
宗
は
唐
代
に
入

っ
て
玄
失
三
蔵
が
世
親
の
阿
頼
耶
識
説
を
承
け
て
真
諦
の
所
伝
と
異
る
論
を
唱
え
て
か
ら
は
、
全
く
そ
の
勢

力
を
失
い
、
世
親
の
唯
識
思
想
は
新
伝
の
法
相
宗
が
旧
伝
の
摂
論
家
に
代

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

唯
識
三
家
の
最
後
は
法
相
宗
で
あ
る
が
、
こ
の
宗
は
唐
の
玄
美
三
蔵
⑮
の
所
伝
で
あ
る
。
そ
の
根
源
は
や
は
り
世
親
菩
薩
か
ら
出
て
い

る
も
の
、
世
親
の

「
唯
識
論
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
は
隋
唐
以
前
の
地
論

・
摂
論
の
二
宗
は
世
親
の
正
系
の
説
で
は
な
く
法
相
宗

こ
そ
世
親
の
正
系
で
あ
る
と
し
て
支
那
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
玄
失
は
貞
観
三
年

盆
全
一九
）
よ
り
同
十
九
年

盆
ハ
四
五
）
に
至
る
十
七

年
間
も
イ
ン
ド
各
地
を
歴
訪
し
、
摩
伽
陀
の
那
爛
陀
寺
に
お
い
て
護
法
尊
者
の
門
弟
戒
賢
論
師
よ
り
法
相
唯
識
の
教
義
を
承
受
し
て
帰
国

し
、
そ
の
後
朝
廷
保
護
の
下
に
盛
ん
に
翻
訳
に
従
事
し
て

一
三
〇
〇
余
巻
に
も
の
ぼ
る
大
部
の
経
論
を
訳
出
し
た
。
⑮
　
玄
失
門
下
は
非

常
に
多
い
が
そ
の
中
の
第

一
人
者
は
慈
恩
大
師
窺
基
で
、
こ
の
人
が
法
相
宗
を
大
成
し
た
。

さ
て
こ
の
宗
の
唯
識
教
義
は
八
識
説
で
第
九
識
を
立
て
な
い
。
剤
漢
大
師
湛
然
は

又
摂
大
乗
ノ
前
後
ノ
ニ
訳
、
亦
姉
二
地
論
ノ
ニ
計
不
同
ナ
弓

旧
訳
′、昨
立
テ
ニ
奄
摩
羅
識
フ
一唐
ノ
三
蔵
ノ
訳
′、但
立
ッ
ニ
第
八
フ
一
（翻
爛
軌
宿
珈
」
ヒ
締
一一九
ウ
）

八
品
教
学
に
お
け
る
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の
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子
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と
て
、
摂
論
家
の
九
識
説
と
の
不
同
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
宗
は
第
八
識
を
阿
頼
耶
と
い
っ
て
こ
れ
を
蔵
識
と
訳
し
、
こ
の
識
中
に
善
悪

行
為
の
種
子
を
含
蔵
し
、
こ
の
善
悪
の
種
子
よ
り
万
法
を
縁
起
す
る
故
に
第
八
識
阿
頼
耶
を
以
て
万
法
縁
起
の
第

一
原
因
と
す
る
の
で
あ

っ
て
、
第
八
識
の
本
体
た
る
真
如
は

「
凝
念
真
如
不
作
諸
法
」
と
て
真
如
を
以
て
縁
起
の
原
因
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

前
記
地
論

・
摂
論
の
二
家
は
支
那
に
お
い
て
そ
の
勢
力
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
こ
の
法
相
宗
は
玄
爽
の
探
教
大
旅
行
と
経
論
翻
訳
の

大
事
業
と
に
よ

っ
て
、
広
く
無
著

・
世
親
よ
り
護
法
に
至
る
唯
識
思
想
を
承
継
し
て
唐
代
に
大
勢
力
を
張
り
、
こ
れ
が
道
昭

・
智
達

・
玄

防
等
の
支
那
留
学
に
よ

っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
平
安
初
期
に
お
い
て
伝
教

・
徳

一
の
三
乗
真
実
と

一
乗
真

実
、
五
性
各
別
と

一
性
皆
成
と
の
対
論
に
よ

っ
て
徳

一
が
伝
教
に
論
破
せ
ら
れ
、
こ
の
宗
が
天
台
法
華
宗
に
降
伏
し
て
か
ら
以
後
は
あ
ま

り
振
わ
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
地
論

・
摂
論

・
唯
識
三
家
の
所
説
を
略
説
し
た
が
、
今
も

一
度
三
家
の
所
説
の
不
同
を
い
う
な
ら
ば
、

一
、
摂
論
家
は
九
識
建
立
説
で
あ
る
が
、
地
論

。
唯
識
の
二
家
は
八
識
建
立
説
で
あ
る
。

但
し
地
論
家
の
第
八
識
阿
梨
耶
は
真
如
で
あ
る
か
ら
真
浄
識
で
あ
る
が
、
唯
識
家
の
第
八
識
阿
頼
耶
は
蔵
識
で
あ

っ
て
善
悪
行
為
の
種

子
を
蔵
す
る
が
故
に
染
浄
に
亘
る
の
で
あ
る
。

二
、
地
論
家
は
第
八
識
阿
梨
耶
を
以
て
真
如
識
と
し
、
摂
論
家
は
第
九
識
奄
摩
羅
を
以
て
真
如
識
と
し
て
、
両
家
共
に
真
如
を
識
中
に
入

れ
こ
の
真
如
に
随
縁
の
義
あ
り
と
す
る
０
に
対
し
、
唯
識
家
は
真
如
は
凝
然
常
住
な
れ
ば

一
切
万
有
の
根
源
実
体
で
は
あ
る
が
不
変
で

あ

っ
て
随
縁
の
義
な
く
、
真
如
自
体
が
万
法
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
、　
一
切
万
有
を
縁
起
す
る
も
の
は
阿
頼
耶
識
中
の
善
悪
の
種
子

で
あ
る
と
い
う
。

三
、
摂
論
家
は
第
八
識
阿
梨
耶
を
無
記
無
明
随
眠
の
惑
と
す
る
が
、
唯
識
家
は
こ
れ
を
無
記
識
と
す
る
け
れ
ど
も
無
明
随
眠
の
惑
と
し

な
い
の
で
あ
る
。
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三
、
天
台
大
師

の
心
識
論

と
発

心

の
識

さ
て
本
宗
の
相
承
に
内
証
と
外
相
と
の
二
相
承
が
あ
り
、
こ
の
二
相
承
の
中
に
は
内
証
相
承
説

（宗
祖
の
信
仰
内
容
に
お
け
る
、
本
仏
釈
尊

―
本
化
上
行
―
宗
祖
日
蓮
と
列
す
る
も
の
）
を
真
実
義
と
し
、
外
相
相
承
説

（歴
史
上
教
学
の
伝
承
を
示
す
、
印
度
出
現
の
釈
尊
―
支
那
弘
教
の
天
台

―
日
本
弘
教
の
伝
教
―
宗
祖
日
蓮
と
列
す
る
も
の
）
を
傍
義
と
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
宗
祖
の
主
張
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

（舶
鳳
郡
経
枷
脈

＝
碇
骸
醜
北
Ｙ

「
外
相
依
二
天
台
宗
一故
天
台
為

一̈高
祖
こ

と
い
う
外
相
的
法
華
教
学
伝
承
の
高
祖
た
る
天
台
大
師
の
心
識
説
と
発
心
の
識

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

先
づ
天
台
の
心
識
説
で
あ
る
が
、
大
師
は
法
華
玄
義
巻
五

（抑
二
然
）
に

二
類
二
通
　
一二
識
一者
奄
摩
羅
識
即
真
性
軌
、
阿
梨
耶
識
即
観
照
軌
、
阿
陀
那
識
即
資
成
軌

。

若
地
人
明

阿
梨
耶
識
是
真
常
浄
識
　
。
摂
大
乗
人
云
是
無
記
無
明
随
眠
之
識

、
亦
名
二
無
没
識
一、
九
識
乃
名
二浄
識
一。
互
諦
ξ
。

今
例
シ
”
近
フ
況
ス
レ
遠
ヮ
、
姑
二

人
ノ
れ
一復
何
ソ
定
メ
）
為
ス
い
キ
ハ善
フ貝‐
チ善
識
、
為
ス【
キ
ハ悪
ヮ晦
悪
識
、　
不
レ【為
一
善
悪
ヮ
一Ｌ
無
記
識
ナ
リ。
何
ゾａ
』
此
ノ三
識
容十
一
ト
ヮ

頓
同
二
水
火
一
。
只
背
レ
善
為
レ
悪
背
レ
悪
為
レ
善
背
一■
［悪
一為
一盈

記ヽ
一、
亦
是

一
人
三
心
　
耳
。
三
識
只
応
レ
如
レ
是
、
若
阿
梨
耶
中
有
二
生

死
種
子
一薫
習
増
長

即
成
二
分
別
識
一、
若
阿
梨
耶
中
有
二
智
慧
種
子
一聞
薫
習
増
長

即
転
レ依
成
二
道
後
真
如
一名
為
二浄
識
一、
若
異
二
此

両
識
Ｌ
（是
阿
梨
耶
識

。
此
亦

一
法
論
Ｌ
〓
一中
論
〓

耳
。
…
…
下
文
讐

如
下
有
レ
人
至
二
親
友
家
一酔
レ
酒
而
臥
上
、
豊
非
〓
阿
梨
耶
識
一。

世
間
狂
惑
分
別
之
識
起
己
遊
行
以
求
二
衣
食
一、
豊
非
〓
阿
陀
那
識
一。
聞
薫
種
子
稽
起
増
長
会
二
遇
親
友
一示

以
二衣
珠
一、
豊
非
二巷
摩
羅

識
一。

と
示
さ
れ
て
い
る
。

八
品
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ヽ こ
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に る す る ち 浄 論 勿  身フ °ミ横 菩

訳 ど il』 li`i,:i: :ト ズ勇]ハ |:1予
て れ 第 い で に も 九  二 輪 十 三
生 が 七 う あ 論 批 識  涅 廻 界 大
死 第 ・ の り ず 判 不  槃フ生 の 乗
と 九 六 は

｀ べ せ 立  上。 死ノ依 0

〔曇僣:]〕 ll ii t急 ]; ξ]ノイ[ナ ;;二争

』馨璽孝::[曇  ヨ芦i曽書
i:21[|:き |ミ 畢蹟 奎シ考:卜 31'
種 い り 真 即

°
家 つ  切フ若シの 三

こ の 間 生 善 す ヽ
｀  於 須ク  °

（行
性
―
資
成
）
三
玄

・
三
軌
を
以
て
広
く
十
種

の
三
法
を
類
通
す
る
中
の
第

も
の
で
あ
る
。
　
、

こ
の
十
種
の
三

下
解
ｉ
一識
一知
ニ

三
徳
一住
二
秘
密

摂
論
家
の
説
に

異

っ
て
い
る
。

れ
ば
善

・
悪

ｏ

悪
を
為
さ
な
い

死
流
転
の
種
子

法
薫
習
し
増
長

下
の
衣
裏
繋
珠

と
は
、
摂
論
家
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が
阿
梨
耶
を
無
没
、
無
明
随
眠
の
識

（半一
効
凛
識
畔
頒
）
と
し
た
こ
と
と
相
違
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
却

っ
て
後
代
に
興
れ
る
法

相
家
の
阿
頼
耶
説
に
通
同
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
法
相
家
が
第
八
識
阿
頼
耶
の
外
に
真
如
を
立
て
る
が
、
天
台
は
第
八
識
阿

梨
耶
中
の
浄
分
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
と

い
う

の
は
今
の
類
通
三
識

の
文
中

に

「
若
阿
梨
耶
中
有
二
智
慧
種
子
一聞
薫
習
増
長

即
転
レ依
成
二
道
後
真
如
一名
為
二
浄
識
こ

と
い
い
、
今
文
の
後
に
な
お

「
奄
摩
羅
識
名
一盈
〔分
別
智
光
一
、
若
梨
耶
中
有
二
此
智
種
子
一即
理

性
無
分
別
智
光

」
と
明
す
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
と
も
あ
れ
要
す
る
に
、
荊
漢
が

三
識
同

在
リ
ニ
理
心
一、
教
門
権
説
且
立
・一遠
近
一。
言
二
奄
摩
羅
一是
第
九
、
本
理
無
染
、
以
対
二
真
性
一。
阿
梨
耶
是
第
八
、
無
没
無
記

、

無
明
之
じ
聘
是
レ
智
性
ナ
りヽ
故
二対
二
般
若
二
・。
末
那
識

（に
陥
獅
認
″
却
嶽
の
）
ハ聘
是
レ第
七
、
執
二
持
ス
蔵
識
所
持
ノ
諸
法
ヲ
一、
Ｌ
此ノ執
持
フ名
テ為
スニ
資
成
卜
一、

以
テ）
助
一
蔵
識
フ
一持
ス中′レフ諸
法
フ
エ故
ナ
リ
。
（級
絡
伍
一
ウ
）

と
い
え
る
が
如
く
、
権
門
た
る
摂
論
家

・
法
相
宗
等
は
三
識
に
お
い
て
遠
近
を
立
て
真
妄
を
分
つ
け
れ
ど
も
、
天
台
は
円
教
の
意
を
も

っ

て
三
識

一
体
に
し
て
奄
摩
羅
の
三
千
本
具
の
理
心
に
具
足
す
と
説
く
、
是
れ
天
台
家
は

「
無
明
痴
惑
本
是
法
性

、
以
二
痴
迷
一故
法
性
変

作
ル
・猛
小明
卜
こ

（紐
糊
嘔
五
ウ
）
と
ぃ
ぃ
、
ま
た

「
理
性
無
シ
レ
体
全
ク
依
ル
・盈

明ヽ
二
・ヽ

無
明
無
シ
レ
体
全
ク
依
ル
ニ
法
性
こ

（級
相
二一
一末
ウ
）
等
と

い

っ
て
、
無

明
即
法
性
な
れ
ば
真
妄
無
記
の
三
識
は
た
だ
三
千
本
具
の

一
心
に
具
足
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
故
に
天
台
の
第
九
識
は
理
智
不
二
の
真

浄
識
で
あ
る
。

次
に
天
台
大
師
の
発
心
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
止
観
行
者
の
発
心
の
識
は
第
六
識
で
あ
る
。
止
観

一
（
一和
林
ウ
）
に

質
多
者
天
竺
音

此
方

詈
ヌ
心
即
慮
知
之
心
也
。
天
竺

又
称
二
汗
栗
駄
一此
方

是レ
草
木
之
心
也
。
又
称
二
臭
栗
駄
一此
方

是
ン積
衆
精
要
者

為
レ
心
也
。
今
簡
レ
為
者
簡
二
積
衆

・
草
木
等
心
一専
在
二
慮
知
心
一也
。

八
品
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け
る
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の
種
子
論
と
心
田
論
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と
い
う
。
発
心
の
識
は
汗
栗
駄
と
称
す
る
草
木
の
心
や
実
栗
駄
と
称
す
る
積
衆
精
要
心
で
は
な
く
、
質
多
と
い
う
慮
知
心
即
ち
衆
生
の
思

慮
分
別
の
心
で
こ
れ
第
六
識
で
あ
る
。
こ
の
第
六
識
が
止
観
修
行
に
お
い
て
は
能
観

・
所
観
の
識
で
あ
り
、
止
観
五
（珈
鉢
ウ
）
に
は
所
観

の
境
と
し
て

「
置
二
色
等
四
陰
一但
観
二識
陰
一識
陰
者
心
是
也
」
と
し
て
い
る
。
で
は
何
故
第
六
の
慮
知
心
を
取
る
か
と
い
え
ば
、
荊
漢
は

凡ソ
脆
有
情
′、皆
悉ク
堪
ヘ
レタリ
発ス
省
是ノ
故
二
但
簡プ
ニ
積
衆

・
草
木フ
一、
二
雖モ
レ名タ
レト
心
無キ
ニ
此ノ
発
一故ナ
リ
ヽ
以テ
ニス諸ノ
衆
生′
無
始ノ
横
計
ヮ
一、
槻
一
此ノ
横
計
フ
一耽
可キ
レ
発
ス

故

。

と
い
う
。
即
ち
道
心
を
発
す
心
は
有
情
の
慮
知
心
で
あ

っ
て
草
木
の
心
で
も
積
衆
心
で
も
な
い
。
有
情
は
無
始
よ
り
こ
の
か
た
横
ま
に
執

着
す
る
、
そ
の
執
着
が
あ
れ
ば
こ
そ
能
く
発
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
天
台
大
師
は
心
識
説
に
お
い
て
第
九
識
ま
で
論
ず
る
け
れ
ど
も
、
止
観
実
修
の
発
心
説
に
お
い
て
は
凡
夫
の
第
六
識
妄
念
の
慮
知

心
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
天
台
大
師
の
第
六
識
発
心
説
は
唐
代
の
湛
然
こ
れ
を
継
承
し
、
宋
代
に
入

っ
て
山
家
の
智
礼
ま
た
妄
心
観
を
主
張
し
た
が
、
こ
れ

に
対
し
て
山
外
派
は
華
厳

・
真
言
等
の
影
響
を
受
け
て
か
第
九
識
真
心
観
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
日
本
天
台
に
お
い
て
は
檀
那
流
は

一
向

第
六
識
発
心
説
で
あ
る
が
、
本
覚
法
門
を
強
調
す
る
慧
心
流
に
お
い
て
は
、
凡
夫
の
当
体
即
無
作
三
身
な
る
故
に
凡
夫
の
六
識
は
九
識
同

体
の
第
六
識
な
り
と
て
第
九
識
発
心
説
を
主
張
し
た
の
で
あ
る

（雅
鰤
詢
嫁
罐
礁
観
瑯
）
。

四
、
宗
祖
の
御
書
に
お
け
る
心
識
法
門

上
に
述
べ
た
如
く

（稼
酬
綱
翻
和
）
宗
祖
が
開
目
抄

（碇
麺
∝
晰
）
ｏ
観
心
本
尊
抄

（
″
批
一

（
″
七
八
九
）

・
法
華
取
要
抄

（
ク
八
王
○

・
上
行
付
嘱
抄

（
″
八
九
一〇

・
成
仏
用
心
抄

,四Q

を
始
め
、
そ
の
他
呵
責
謗
法
滅
罪
抄

二
五
五
）

ｏ
初
心
成
仏
抄

，

一
四
一一一Ｃ
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・
教
行
証
御
書

（
″
一
四
八
〇
）
・
秋
元
抄

（
ク
一
菫
量

）
等
重
要
御
書
に
、
盛
ん
に
末
法
下
種
を
強
調
し
下
種

の
種
子
に
つ
い
て
詳
論

せ
ら
れ
て
い
る
が
、
下
種
の
心
識
に
つ
い
て
は

一
向
に
説
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
の
み
で
は
な
く
総
じ
て
心
識
法
門
に
関
す
る
記
述
が
殆

ん
ど
存
し
て
い
な
い
。
御
遺
文
中
摂
論
の
識
分
説
や
摂
論
家
を
破
す
る
守
護
国
家
論

（定
九
九
）
・
顕
謗
法
抄

（
一一骸
北
、
）
・
聖
密
房
御
書

（八
一一五
）
等
、
ま
た
摂
論
家

・
唯
識
家
等
を
余
宗
と
共
に
総
じ
て
権
宗
と
し
て
破
す
る
大
田
抄

・
報
恩
抄
等
、
ま
た
当
世
天
台
学
者
の

真
言
の
識
分
説
に
証
惑
せ
ら
れ
る
を
評
破
す
る
大
学
二
郎
殿
御
書

（
一
〇
八
こ

を
別
と
し
て
、
宗
祖
が
心
識
法
門
を
肯
定
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
御
書
は
左
に
掲
げ
る
四
書
で
あ
る
。

０
総
在

一
念
抄

（飾
二
肝
∞
）

難
臨
た
痺

外
一
七

問
云
、
総
在

一
念
者
其
何
物

耶
、
答
云
…
…
衆
生
最
初

一
念
也
と
定
む
。
…
…
我
等
が
最
初
の
一
念
は
無
没
無
記
と
云
て
善
に
も
不
レ

定
悪
に
も
不
レ定
闇
々
湛
々
た
る
念
也
、
是
を
第
八
識
と
云
。
此
第
八
識
は
万
法
の
総
体
に
し
て
諸
法
総
在
し
て
備
る
故
が
故
に
是
を

総
在

一
念
と
云
。
但
是
八
識
の
事
の
一
念
也
。
此

一
念
動
揺
し
て
一
切
の
境
界
に
向
と
い
え
ど
も
所
縁
の
境
界
を
未
三分
別
一、
是
を
第

七
識
と
云
。
…
…

本
抄
は
湛
然
所
説
の
十
不
二
門
の
第

一
、
色
心
不
二
門
を
明
せ
る

「
経
レバ
在り
■

念
二
・ル
レバ
分ッ
ニ色
れ
こ

等

（鰤
哺
鉱
一一一ウ
）
の
文
意
を
解

説
せ
る
も
の
、
所
謂
色
心
不
二
と
い
う
色
心
は
要
す
る
に
十
界
の
依
正
万
法
で
あ
り
、
こ
の
十
界
の
依
正
万
法
は
詮
ず
る
と
こ
ろ
第
八
識

た
る
衆
生
最
初
の
一
念
よ
り
出
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
第
八
識
縁
起
説
は
次
下
の
当
体
義
抄
の
説
く
法
性

縁
起
説
に
饂
頗
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

０
上
野
殿
後
家
尼
御
返
事

（飾
一一一Ю
一五
一じ
　
戴
麻
矩
ガ
七
、
二
一　
外
二

古
徳
の
こ
と
ば
に
も
心
地
を
九
識
に
も
ち
、
修
行
を
ば
六
識
に
せ
よ
と
お
し
え
給
ふ
、
こ
と
わ
り
に
も
や
候
ら
ん

こ
の
文
の
「古
徳
」
は
誰
を
指
す
や
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
も
し
や
五
大
院
安
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
は
撰
時
抄

（縦
〓
一一黙
矩
）

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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に

「
安
然
と
申
す
は
叡
山
第

一
の
古
徳
」
と
あ
り
、
ま
た
隆
師
は

「
山
王
院
並
に
五
大
院
等
は
能
発
心
は
第
六
識
な
り
、
所
発
心
と
は
第

九
識
な
り
と
釈
し
た
ま
え
り
」
（嫁
謳
讃
麟
郷
Ｆ
）
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
今
文
の
意
に
当

る

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

「
心
地
を
九
識
に
も
ち
、
修
行
を
ば
六
識
に
せ
よ
」
と
い
う
の
は
発
心
に
お
け
る
所
発
の
心
は
第
九
識
、
能
発
の
心
は
第
六
識
な
り

と
い
う
意
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

０
当
体
義
抄
（飾
勧畝嵌）
戴
麻
汁
シ年
内
壬
二

問
妙
法
蓮
華
経
者
其
体
何
物

乎
。
答
十
界
依
正
即
妙
法
蓮
華
之
当
体
也
。

問
若
雨

者
如
二我
等
二

切
衆
生
妙
法
全
体
也
可
レ
云
欺
。

答
勿
論
也
、
経
云
所
謂
諸
法

乃
至
本
末
究
克
等
ξ
。
…
…
間

一
切
衆
生
当
体
即
妙
法
全
体
　
者
地
獄
乃
至
九
界
業
因
業
果
皆
是
妙
法

体

乎
。
答
法
性
妙
理

有
二
染
浄
二
法
一。
染
法
薫

成
レ
迷
浄
法
薫

成
レ
悟
。
悟
即
仏
界
也
、

迷
即
衆
生
也
。

此
迷
悟
二
法
雖
Ｌ
一　
然

法
性
真
如

一
理
也
。
…
…
雖
三

妙
真
如
理
一
遇
二
悪
縁
一成
レ
迷
、
遇
・一善
縁
一成
レ
悟
。
悟
即
法
性
也
、
迷
即
無
明
也
。
讐

如
下
人
夢
見
二

種
々
善
悪
業
一夢
覚

後
思
レ
之
我

一
心
所
レ
見
夢
上
也
。

一
心
法
性
真
如

一
理
也
。
夢
善
悪
迷
悟
無
明
法
性
也
。
…
…

又
能
釈

鎖
六
云
三
千
在
レ
理
同
名
一盈
、明
一、
三
千
果
成
　
咸
称
二
常
楽
一。
三
千
無
レ
改
　
無
明
即
明
、
三
千
並
常
　
倶
体
倶
用

女
ｏ　
此

釈
分
明
也
。
…
…

右
の
文
は
第
九
識
法
性
真
如
の
縁
起
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
文
意
は
隆
師
の
解
説
を
拝
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
云
く

然
る
に
当
体
義
抄
に
名
言

（か
臨
）
こ
れ
な
し
と
雖
も
義
分
は
顕
然
な
り
。
所
以
に
初
に
妙
法
蓮
華
経
と
云
ふ
は
本
門
の
九
識
な
り
。
次

に
経
の
十
如
実
相
等
を
引
て

「
法
性
妙
理
有
染
浄
二
法
」
と
云
て
下
に
夢
の
讐
を
引
く
、　
ヨ

心
法
性
真
如

一
理
也
夢
善
悪
迷
悟
無
明

法
性
也
」
と
云
い
、

「
但
真
如
妙
理
有
染
浄
二
法
」
と
云
う
の
は
述
門
の
九
識
な
り
。
次
に
義
の
六
を
引
て
結
釈
す
と
し
て

「
三
千
在

理
同
名
無
明

中
略
三
千
無
常
倶
体
倶
用
」
等
と
釈
し
て
、
上
の
述
門
の
十
如
実
相
の
法
性
の
九
識
を
ば
同
名
無
明
と
云
ひ
、
初
は
妙
法

蓮
華
経
の
本
門
の
九
識
を
結
成
す
と
し
て

「
三
千
果
成

乃
至
倶
体
倶
用
」
等
と
云
ふ
。
（腺
謳
ｒ
麟
郷
下
）
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と
。
こ
の
法
性
縁
起
説
は
前
掲
の
総
在

一
念
抄
の
第
八
識
縁
起
説
に
異
る
こ
と
前
言
の
通
り
で
あ
る
。

０
日
女
御
前
御
返
事

（飾

一
獣
に
一０

難
蹴
だ
ガ
八
、
壬
二
　
外
壬
二

此
の
御
本
尊
全
く
余
所
に
求
む
る
こ
と
な
か
れ
、
只
我
等
衆
生
の
法
華
経
を
持
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
る
胸
中
の
肉
団
に
お
わ
し
ま

す
な
り
。
是
を
九
識
心
王
真
如
の
都
と
は
申

也
。

凡
そ
即
身
成
仏
と
は
尊
崇
の
対
象
た
る
本
尊
の
加
被
力
と
尊
崇
す
る
分
の
行
者
の
信
力
と
が
、
感
応
道
交
し
て

一
体
と
な
る
状
態
で
あ

っ

て
、
こ
れ
を
入
我
我
入
と
い
う
。
入
我
と
は
本
尊
の
功
徳
が
行
者
の
心
中
に
入
り
己
心
の
具
徳
と
な

る

こ
と
で
あ
り
、
我
入
と
は
行
者

の
信
力
が
本
尊
体
内
に
入

っ
て
本
尊
の
所
具
と
な

る
こ
と

で
あ
る
。
今
文
は
こ
の
入
我
我
入
の
入
我
の
義
で
あ
り
、
次
の

「
此
の
御
本

尊
も
只
信
心
の
二
字
に
を
さ
ま
れ
り
、　
以
信
得
入
と
は
是
也
。　
日
蓮
が
弟
子

・
檀
那
等
、　
正
直
捨
方
便

・
不
受
余
経

一
掲
と
無
二
に
信

ず
る
故
に
よ

っ
て
、
此
の
御
本
尊
の
中
に
入
る
べ
き
な
り
」
と
い
う
は
、
我
入
の
義
で
あ
る
。
こ
の
入
我
我
入
説
は
本
尊
抄
の
己
心
所
具

説
と
や
や
相
違
す
る
の
で
は
な
い
か
。

本
尊
抄
で
は

「
釈
尊
因
行
果
徳
二
法
妙
法
蓮
華
経
五
字
具
足
、
我
等
受
二
持
　
此
五
字
一自
然
譲
ニ

与

　

彼
因
果
功
徳
こ

と
い
い
、
そ
の
下
に
釈
迦

・
多
宝

・
諸
仏
は
我
等
己
心
所
具
の
仏
界
で
あ
り
、
上
行
等
の
四
菩
薩
は
我
等
己
心
の

菩
薩
界
な
る
旨
を
説
か
れ
て
い
る
。
０
　
此
の
抄
の
入
我
我
入
説
と
本
尊
抄
の
能
具
所
具

一
体
と
の
同
異
に
つ
い
て
は
更
に
考
う
べ
き
問

題
で
あ
る
。

以
上
四
書
の
外
に
御
義
口
伝

ｏ
日
向
記
の
中
に
識
法
門
を
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
両
書
は
室
町
時
代
に
入

っ
て
か
ら
即
ち
祖
滅
百
八

・

九
十
年
以
後
、
中
古
天
台
の
思
想
を
受
容
し
て
著
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
今
は
問
題
外
と
す
る
。

さ
て
上
掲
四
書
に
つ
い
て
見
る
に
、
何
れ
も
真
蹟
は
存
せ
ず
、
ま
た
当
体
義
抄
を
除
く
三
書

は
皆
録
外

に
属
す
る
も
の
で
、
祖
滅
百

七

・
八
十
年
以
後
の
出
現
か
或
は
述
作
か
と
も
思
わ
れ
る
も
の
、
従

っ
て
真
偽
何
れ
か
疑
義
の
存
す
る
も
の
で
、
殊
に
日
女
書
に
つ
い
て

は
古
来
疑
義
を
は
さ
む
者
あ
り
、
同
書
の
所
説
に
お
い
て
二

・
三
の
疑
点
が
存
す
も
の
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
は
今
の
問
題
で
な
い
か

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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ら
略
す
る
と
し
て
、
結
局
以
上
の
三
書
に
顕
れ
て
い
る
心
識
法
門
を
見
る
に
す
べ
て
中
古
天
台
の
本
覚
思
想
を
踏
襲
す
る
も
の
で
、
宗
祖

自
身
の
立
義
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
宗
祖
の
真
蹟
の
現
存
す
る
御
書
、
曽
存
の
も
の
及
び
真
書
と
確
信
で
き
る
御
書
に
は
、
当
家
と

し
て
の
識
分
法
門
の
解
説
は
な
く
、
却
て
識
分
法
門
を
説
く
識
家
を
権
宗
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
が
隆
師
は

面
ら
ば
諸
御
抄
の
中
に
本
述
九
識
の
相
を
ば
如
何
ん
が
釈
し
た
ま
ふ
や
。

答
ふ
、
識
分
法
門
は
権
実

・
本
述
の
中
に
は
権
実
の
法
門
な
り
。
殊
に
雨
前
諸
経
論
に
盛
ん
に
之
を
明
す
。
唯
識
家
の
法
相
、
権
門
に

之
を
以
て
宗
要
と
為
す
。
其
の
述
中
の
能
開
な
れ
ば
、
玄
の
五
に
述
の
十
妙
を
釈
す
る
に
、
三
法
妙
の
下
の
類
通
三
法
の
時
、
七
八
九

の
識
を
引
て

「
三
識
同
在
理
心
」
の
能
開
の
九
識
を
証
す
る
な
り
。
…
…

当
宗
の
意
は
諸
宗
の
頂
上
に
立
つ
本
門
宗
な
る
故
に
廃
述
立
本
の
為
に
本
述
の
教
相
を
用
ひ
、
網
目
を
去
て
大
綱
を
以
て
詮
要
と
為
す

間
、
識
家
法
門
を
ば
い
た
う
御
沙
汰
こ
れ
な
し
。
百
四
十
八
通
の
目
録
０
中
に
分
明
に
判
じ
た
ま
は
ず
し
て
義
分
は
顕
す
、
顕
謗
法
抄

の
末
に
摂
論
を
破
す
る
等
、
又
報
恩
抄
の
末
、
又
大
田
抄
の
中
と
末
、
又
守
護
国
家
論
の
末
に
摂
論
師
を
破
し
た
ま
ふ
な
ん
ど
の
義
分

は
粗
ぼ
こ
れ
あ
り
。
（腺謳諜
鰤研榔
、）

と
い
い
、
而
し
て
前
掲
の
如
く
当
体
義
抄
に
つ
い
て

「
第
七
八
九
の
識
分
の
名
言
は
な
く
と
雖
も
、
染
浄
の
言
の
顕
す
と
こ
ろ
八

・
九
の

識
分
明
」
で
あ
る
と
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
何
故
宗
祖
は
識
分
法
門
を
明
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
に
、
隆
師
は

諸
御
抄
の
中
に
第
九
識
の
相
を
如
何
ん
が
見
え
た
る
や
と
い
ふ
事
、
凡
そ
識
法
門
は
権
実

・
本
述
の
中
に
は
権
実
の
意
を
以
て
正
と
為

す
、
故
に
名
体
の
中
に
は
惣
名
を
ば
本
述
を
以
て
之
を
論
じ
、
別
体
の
体
玄
義
を
ば
権
実
に
約
し
て
之
を
判
ず
。
…
…

本
述
釈
と
云
う
は
述
円
と
本
円
と
を
相
対
し
、
述
仏
と
本
仏
と
を
相
対
す
る
故
に
、
要
法
と
要
法
と
を
対
判
し
て
之
を
論
ず
る
間
、
識

法
門
に
於
て
は
九
識
と
九
識
と
の
対
判
な
る
べ
し
。
故
に
六
七
八
九
の
権
実
の
識
法
談
は
熟
脱
の
時
に
用
ひ
、
下
種
の
時
は
之
を
用
に
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立
て
ざ
る
間
、
諸
御
抄
に
依
用
な
し
。
併
て
百
四
十
八
通
の
目
録
の
中
に
未
だ
勘

へ
及
ば
ず
。

（同
上
）

と
説
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
大
体
第
六
七
八
九
識
と
い
う
識
分
法
門
は
権
実

ｏ
本
述
両
判
の
中
に
は
権
実
の
分
際
で
、
摂
論

・
地
論

・

唯
識
等
権
家
に
属
す
る
法
門
で
あ
る
か
ら
、
宗
祖
は
批
判
こ
そ
す
れ
用
い
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
第
九
識
を
論
ず
る
の
は
本
述
の
間

題
で
、
本
述
判
と
い
う
の
は
述
門
の
要
法

（総
名
）
と
本
門
の
要
法

（総
名
）
と
の
対
判
で
あ
る
か
ら
、
識
法
門
に
お
い
て
は
述
門
の
九
識

と
本
門
の
九
識
と
の
相
対
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
説
い
た
の
が
先
に
挙
げ
た
当
体
義
抄
で
あ
る
。
従

っ
て
第
六
七
八
九
識
と
い
う
権
実
の

識
分
法
門
は
像
法
熟
脱
の
時
に
こ
そ
用
い
ら
れ
て
も
、
末
法
下
種
の
時
に
は
用
に
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
宗
祖
の
御
抄
に
は

未
だ
沙
汰
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

五
、
隆
師

に
お
け
る
下
種

の
心
識
論

前
に

一
言
し
た
如
く
、
宗
祖
大
士
に
お
い
て
は
下
種
問
題
を
屡
ヽ
主
要
御
書
に
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
下
種
の
心
識
に
つ
い
て
は

一
向

に
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
下
種
心
識
の
問
題
に
関
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
が
日
隆
聖
人
で
あ
る
。
し
か
る
に
聖
人
に
お
い
て

も
前
掲
の
如
く
、
第
八
識
下
種

・
六
九
合
論
下
種

・
第
九
識
下
種
の
三
説
が
存
す
る
故
に
、
今
こ
こ
で
下
種
の
心
田
は

一
体
何
れ
の
識
な

る
や
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
下
種
論
の

一
課
題
で
、
宗
祖
大
士
の
遺
誨
に
遵
じ
て
信
仰
し
弘
通
す
る
者
の
当
然
の

責
任
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
こ
こ
で
も

一
度
下
種
と
は
如
何
な
る
意
か
と
い
う
下
種
の
定
義
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
下
種
と
は
仏
が
妙
法
蓮

華
経
と
い
う
種
子
を
衆
生
の
心
田
に
植
え
つ
け
る
こ
と
、
宗
祖
が

法
華
経
は
種
の
如
く
、
仏
は
う
え
て
の
如
く
、
衆
生
は
田
の
如
く
な
り
。
（縦

一
正
一五
短
）

と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

「
法
華
経
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
上
述
の
如
き
本
門
八
品
所
顕
上
行
付
嘱
の
総
名
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
、
こ

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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も の こ と は  の ・ の
要 心 の な 六 そ 第 信 別 次

Q」 の 1ざ 琴 者 つ 径 信
｀
1種 種

で そ で 消 法 え ま 文 行 こ |あ あiJSbXaTTrciJtLl* 
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ζ措:言う[i」 :桑 〒よ1:

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論

れ
が
仏
に
よ

っ
て
下
種
さ
れ
る
教
法
の
種
子
、
即
ち
別
体
の
種
子
に
あ
ら
ざ
る
総
体
の
教
種
で
あ
る
。

「
仏
」
と
は
下
種
す
る
導
師
、
即

ち
本
仏
釈
尊
で
あ
る
が
、
下
種
は
必
ず
滅
後
末
法
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
仏
よ
り
滅
後
末
世
に
遺
さ
れ
た
如
来
使
た
る
本
化

上
行
菩
薩
で
あ
り
、
こ
の
日
本
国
に
お
い
て
は
本
化
上
行
の
人
界
応
同
た
る
日
蓮
大
士
で
あ
る
。

「
衆
生
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
要
法
が

植
え
つ
け
ら
れ
る
滅
後
末
世
の
凡
人
で
あ
る
。
こ
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
要
法
と
、
下
種
の
導
師
た
る
上
行
菩
薩
と
、
滅
後
末
世
の
衆
生

と
の
関
係
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

』優證整言至
し:尋 季i黎  幸

[:30:3 言:ξ炉冒
と こ 種 心 る 凡  五 の 信
い れ の 田 か 人  種 如 行
う 真 心 で と が  行 き で
点 如 田 は い ま   で 不 あ
か 識 で な え づ  あ 軽 る
ら で あ い ば 要  る 折 °
い あ る ° ｀ 法 °

伏 こ
え つ ° 働 そ を  こ の の
ば て し て れ 聞  の 忍 名｀
法 か 第 は い  中 難 字

第 界 ら 六 第 て  間 弘 の
六 周 ば 識 八 心  法 通 信
識 遍 諸 を 識 田  為 で 行
を の 識 能 阿 に  種 あ も
能 法 の 通 頼 下  と り 能
通 性 本 の 耶 種  い ｀ 下
の 心 体 門 00す  つ 被 種
門 で た と で る  て 下 の
即 あ る し な

｀  最 種 導
ち る 第 て く そ  初 の 師
窓 か 九 第 て の  の 衆 と
口 ら 識 八 は 要  聞 生 被
と
｀
心 識 な 法  法 の 下

し こ 王 に ら を  を 信 種
て の αD通 な 聞  以 行 の
三 第 が 入 い く  て は 衆
世 九 下 し

° こ  下 聞 生
に 識 種

｀
何 と  種 法 と
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持
続
す
る
不
滅
の
第
八
識
に
下
種
す
る
、
さ
れ
ば

「
納
種
在
識
永
劫
不
失
」
の
識
は
第
八
識
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
隆
師
は
前
述
の
如
く

「
妙
法
の
功
用
、
甚
深
に
し
て

一
た
び
聞
法
結
縁
し
ぬ
れ
ば
、
頼
耶
の
本
蔵
に
納
め
て
永
劫
に
も
朽
ち
ず
」
等
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
の

所
説
を
図
示
す
れ
ば

一日］［̈
い日申障］日‐‐輌中”い‐‐‐いい日師隷

で
あ
る
。

次
に
信
心
下
種

（発
心
＝
生
信
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
阿
頼
耶
は
蔵
識
に
し
て
善
悪
の
種
子
を
合
蔵
す

る
、
善
の
種
子
と
は
智
、
悪
の

種
子
と
は
惑
で
あ
る
。
所
聞
の
妙
法
蓮
華
経
が
阿
頼
耶
の
善
の
種
子

（智
）
に
薫
ず
れ
ば
、
そ
の
種
子
は
第
九
識
真
如
の
浄
法
の
に
働
き

か
け
て
信
心
を
発
す
る
。
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば

一Ｈいけ̈
一日［幸‐一日卿【卸」降時ドロ嘲鶴

で
あ
る
。
こ
れ
は
信
心
を
生
ず
る
発
心
の
場
合
で
あ
る
が
、
若
し
所
聞
の
妙
法
蓮
華
経
が
第
八
識
の
悪
の
種
子
に
薫
ず
れ
ば
、
そ
の
種
子

は
第
九
識
の
染
法
に
薫
じ
て
謗
心
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
故
に
発
信
と
生
謗
と
の
順
逆
二
縁
の
異
は
所
薫
た
る
衆
生
の
第
八
識
所
蔵
の
善

悪
の
種
子
に
よ
る
の
で
あ

っ
て
、
能
薫
の
要
法
た
る
妙
法
蓮
華
経
の
経
力
に
甲
乙
の
優
劣
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

さ
て
以
上
の
所
述
に
よ

っ
て
隆
師
の
下
種
心
田
説
の
三
種
を
会
通
す
れ
ば
、
第

一
の
第
八
識
頼
耶
説
は
聞
法
下
種
に
約
す
る
も
の
、
聞

法
の
最
初
は
第
六
識
で
あ
り
、
こ
の
第
六
識
を
能
通
の
初
門
と
し
て
第
八
識
に
通
入
し
、
こ
の
第
八
識
に
要
法
の
種
子
を
植
え
つ
け
る
故

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論

に
第
八
識
下
種
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
の
六
九
合
論
説
は
聞
法

・
信
心
に
約
す
る
も
の
、
要
法
を
下
種
し
た
る
第
八
識
が
能
発

・
能
薫

と
な

っ
て
第
九
識
を
薫
じ
て
信
を
生
ぜ
じ
め
る
故
に
、
最
初
聞
法
の
第
六
識
と
最
後
の
所
発

・
所
薫
の
第
九
識
と
を
以
て
、
六
九
合
論
の

下
種
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
の
第
九
識
発
心
説
は
信
心
に
約
す
る
も
の
、
要
法
を
下
種
し
た
る
第
八
識
に
よ
っ
て
薫
じ
ら
れ
た
所
薫

・

所
発
の
第
九
識
を
以
て
発
心
の
実
体
と
す
る
の
が
第
九
識
下
種
で
あ
る
。

下
種
の
根
本
は
間

・
信

・
唱

・
弘
の
中
間
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
下
種
の
心
田
は
正
し
く
第
八
識
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
九

識
発
心
説
は
そ
の
所
発
に
従

っ
た
も
の
で
あ
る
。

結

上
来
述
べ
た
と
こ
ろ
は
要
す
る
に
、
第

一
に
末
代
衆
生
の
心
田
に
下
種
す
べ
き
仏
種
子
は

一
体
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
法
華
経
に
お

い
て
述
本
両
意
の
不
同
が
あ
り
、
述
門
所
詮
の
理
具

一
念
三
千
は
衆
生
本
有
性
徳
の
種
子

（佛
性
＝
法
種
）
で
あ

る

に
対
し

て
、
本
門
所

詮
の
事
具

一
念
三
千
は
本
仏
釈
尊
に
よ
っ
て
衆
生
の
心
に
具
備
せ
ら
れ
た
修
得
の
種
子

（佛
種
）
で
あ
る
。
そ

の
本
門
事
具
三
千
の
仏
種

も
修
得
と
は
い
え
ど
も
、
こ
れ
能
種
の
本
仏
の
辺
よ
り
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
を
被
下
種
た
る
衆
生
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
本

具
性
徳
の
種
子
即
ち
本
有
の
三
因
で
あ
る
。
こ
の
本
有
の
三
因
仏
種
を
開
発
す
べ
き
修
得
の
種
子
は
三
千
総
持
の
教
法
た
る
総
名
妙
法
蓮

華
経
で
あ
る
こ
と
は
宗
祖
指
南
の
如
き
で
あ
る
。
働
て
滅
後
末
法
衆
生
の
心
田
に
下
種
す
べ
き
種
子
は
こ
の
総
名
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
。

さ
れ
ば
こ
の
総
名
要
法
を
本
仏
釈
尊
、
末
法
衆
生
の
た
め
に

「
但
だ
地
涌
千
界
を
召
し
て
八
品
を
説
い
て
之
を
付
嘱
し
た
ま
う
」
た
の
で

あ
る
。
こ
の
故
に
本
宗
に
て
は

「
本
門
八
品
上
行
所
伝
本
因
下
種
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
唱
え
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
総
名
の
教
種
を
衆
生
の
何
れ
の
心
識
に
下
種
せ
し
め
る
か
と
い
う
に
、
隆
師
の
聖
教
中
に
は
第
八
識

。
六
九
合
論

。
第
九
識
の

三
説
が
あ
る
。
下
種
の
最
初
は
聞
法
で
あ
り
、
聞
法
は
衆
生
の
第
六
識
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
第
六
識
を
要
法
の
受
入
口
と
し
て
衆
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生
霊
体
の
深
層
識
た
る
第
八
阿
頼
耶
に
薫
習
下
種
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
八
識
下
種
で
あ
り
、
こ
の
第
八
識
が
所
薫
の
要
法
を
衆
生

の
根
本
識
心
王
た
る
第
九
識
に
薫
じ
、
経
力
に
よ
っ
て
第
九
識
の
法
性
真
如
を
し
て
信
を
発
せ
し
む
る
故
に
、
第
八
識
は
能
発
、
第
九
識

は
所
発
で
あ
り
、
そ
の
所
発
に
従
う
と
き
第
九
識
発
心
下
種
で
あ
り
、
最
初
聞
法
の
識
た
る
第
六
識
と
最
後
発
心
所
発
の
第
九
識
と
初
後

一
具
と
し
て
挙
ぐ
れ
ば
六
九
合
論
の
間
信
下
種
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
以
上
隆
師
の
い
う
三
説
は
各
別
不
同
で
は
な
く
只
所
論
の
立
場

に
よ
る
相
違
の
み
で
あ
る
。

今
宗
祖
折
伏
弘
通
の
本
意
、
先
づ
聞
法
下
種
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
欄
筆
す
る
。

法
華
初
心
成
仏
抄

（飾
一
墜
以
剌
）
に
云
く

当
世
の
人
、
何
な
く
と
も
法
華
経
に
背
く
失
に
依
り
て
地
獄
に
堕
ち
ん
事
疑
な
き
故
に
、
と
て
も
か
く
て
も
法
華
経
を
強
い
て
説
き
聞

か
す
べ
し
。
信
ぜ
ん
人
は
仏
に
な
る
べ
し
。
謗
ぜ
ん
者
は
毒
鼓
の
縁
と
な

っ
て
仏
に
な
る
べ
き
也
。
何
と
し
て
も
仏
の
種
は
法
華
経
よ

り
外
に
な
き
な
り
。

〔註
〕

①
　
伝
教
の
秀
句
の
文
に
つ
い
て
隆
師
は

「
云
ふ
所
の
仏
母
と
は
厳
愛
の
愛
な
り
。愛
は
母
、厳
は
父
な
り
。
此
の
仏
母
の
愛
と
は
爾
前

・
述
門
の
円
理
実

相
な
り
。
此
れ
は
法
種
の
分
な
り
。
厳
の
父
は
本
門
の
発
述
顕
本
、
本
因
本
果
の
報
仏
の
事
な
り
。
此
の
報
仏
の
下
種
を
ば
仏
種
と
名
く
る
な
り
。」

（隆
全
一
―
四
四
三
）
と
釈
し
て
い
る
。
故
に
法
華
秀
句
は
述
門
流
通
天
台
法
華
宗
の
祖
伝
教
の
著
な
れ
ど
も
、
宗
祖
は
こ
の
文
を
借
り
て
天
台
内

鑑
本
門
の
事
具
三
千
の
仏
種
を
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

大
体
開
目
抄
は
一
念
三
千
を
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
は
、
本
述
の
異
に
か
か
わ
ら
ず
共
に
通
じ
て

「天
台
の
一
念
三
千
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「天
台

の
」
と
冠
す
る
か
ら
と
て
す
べ
て
天
台
宗
所
談
の
述
門
の
理
具
三
千
に
し
て
、
此
の
抄
に
は
未
だ
宗
祖
の
本
意
を
開
顕
せ
ず
な
ど
と
解
し
て
は
な
ら

な
い
。

「天
台
の
」
を
冠
す
る
所
以
は
、　
一
念
三
千
の
法
門
の
天
台
大
師
に
創
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

②
　
類
文
、
法
華
取
要
抄

（定
八
一
六
）
、
法
華
初
心
成
仏
抄

（同

一
四
二
六
）、
秋
元
抄

（同
一
七
三
一
）
等

③
　
私
新
抄
九

（宗
全
二
六
四
）
に
云
く
、

「所
以
に
末
代
は
本
未
有
善
の
機
に
し
て
先
世
の
宿
習
こ
れ
な
し
。
是
れ
真
実
の
下
種
な
る
べ
し
。
此
の
時

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論
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(8)(7)

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論

本
地
久
遠
の
本
因
抄
の
下
種
の
法
体
初
め
て
顕
れ
て
末
法
当
時
の
下
種
を
成
ぜ
し
む
。
所
謂
処
処
の
御
抄
に
本
門
寿
量
品
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
南

無
妙
法
蓮
華
経
と
書
き
た
ま
ふ
。
是
れ
本
門
下
種
を
勧
め
た
ま
ふ
な
り
。　
日
蓮
が
法
門
は
第
二
と
ｒ
こ

と
。
な
お
弘
経
抄
二

（隆
全

一
―

一
一

九
）
、
同
抄
七
四

（同
八
―

一
五
四
）
往
見
。

三
因

・
五
仏
性
、
今
文
に
つ
づ
い
て
説
明
あ
り
。
謂
く

「
正
因
佛
性
と
は
十
界
依
正
の
万
法
、
理
性
に
法
界
周
遍
の
功
徳
を
具
す
る
、
是
れ
な
り
。

此
の
性
は
三
世
に
周
遍
し
て
常
住
不
退
な
り
。
縁
了
二
因
の
了
因
と
は
間
法
結
縁

の
相
な
り
。
縁
因
と
は
低
頭

・
挙
手

・
弾
指

・
散
華
の
小
善
な

り
。
此
の
二
因
は
今
始
め
た
る
よ
う
な
れ
ど
も
、
種
子
を
尋
ぬ
れ
ば
正
因
佛
性
よ
り
起
れ
り
。
作
す
所
は
今
な
れ
ど
も
種
子
は
本
有
な
り
。
果
性

・

果
果
性
は
三
因
佛
性
の
当
果
を
得
べ
き
功
能
を
因
の
所
に
之
を
具
す
る
を
果
性

・
果
果
性
と
云
ふ
な
り
」
と
。

種
類
種

・
相
対
種
、
薬
草
愉
品
の

「
此
衆
生
種
性
体
相
」
の
種
に
対
す
る
文
句
並
に
記
の
釈
に
出
づ
。

「種
」
と
は
文
句
記
に

「
三
道
即
三
徳
、
種

者
性
種
也
、
有
二生
性
一故
、
故
名
為
レ種
、
生
時
此
種
能
変
為
レ修
、
修
性

一
如
無
二復
別
体
こ

と
あ
る
。
種
は
生
の
義
で
、
性
徳
が
修
徳
と
な
る
意

で
あ
る
。
相
対
種
は
当
体
の
上
に
て
い
い
、
種
類
種
は
修
徳
の
上
に
て
い
う
。
即
ち
相
対
種
は
善
悪
相
対
し
て
そ
の
当
体
の
上
よ
り
煩
悩
即
菩
提

・

生
死
即
涅
槃
と
開
会
す
る
こ
と
で
あ
り
、
種
類
種
は
善
悪
相
対
せ
ず
、
善
根
を
類
例
し
て
修
徳
の
上
よ
り
衆
生
の
善
根
は
是
れ
三
徳
の
種
な
り
と
開

会
す
る
こ
と
で
あ
る
。

本
門
事
具

一
念
三
千
を
説
く
本
尊
抄

「今
本
時
娑
婆
」
以
下
の
四
十
五
字

（
い
わ
ゆ
る
四
十
五
字
法
体
段
）
中
の

「
己
心
」
に
つ
い
て
、
昭
和
八

・

九
年
の
頃
、
山
川
智
応
博
士
と
清
水
龍
山
師
と
の
間
に
己
心
は
本
佛
の
己
心
だ
、
否
凡
夫
の
己
心
だ
と
論
難
往
復
を
重
ね
、
双
方
と
も
互
に
譲
ら
ず

後
に
は
感
情
的
な
誹
謗
に
ま
で
発
展
し
て
、
つ
い
に
会
通
決
着
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ｏ
山
川
博
士
は
事
の
一
念
三
千
を
本

佛
果
上
の
一
念
三
千
で
あ
る
と
し
て
そ
の
己
心
を
本
佛
の
一
念
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
清
水
師
は
事
の
一
念
三
千
は
衆
生
の
己
心
に
具
す
る

三
千
な
れ
ば
己
心
は
衆
生
因
心
の
一
念
で
本
佛
の
果
心
で
は
な
い
と
反
論
さ
れ
て
い
た

（も
っ
と
も
清
水
師
の
方
は
台
学
的
論
証
が
つ
よ
い
感
が
あ

っ
た
）。

こ
れ
双
方
と
も
に
そ
の
主
張
に
学
的
論
由
が
あ
る
が
、
け
だ
し
両
者
は
事
ノ
一
念
三
千
論
の
各

一
面
の
み
に
拘
泥
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
山
川

博
士
は
本
佛
の
三
千
証
得
の
面
の
み
重
視
し
て
、
本
佛
の
証
得
と
同
時
に
衆
生
に
具
現
せ
し
め
た
佛
種
た
る
の
面
を
失
し
、
清
水
師
は
本
佛
の
三
千

証
得
の
面
を
視
落
し
て
、
衆
生
所
具
の
面
の
み
を
強
調
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
化
聖
典
大
辞
林
の
性
乗
二
種
の
項

ｏ
日
蓮
主
義
教
学
大
観
信
行
門
の
下
、
信
心
正
因
の
項

（
二
九

一
一
以
下
）
参
照
。

「聞
法
種
子
永
劫
不
失
」
の
文
と
同
意
の
文
に
、
文
句
記
五

（本
二
三
ヲ
）
の

「所
間

一
句
納
種
在
識
永
劫
不
失
」
が
あ
り
。
今
こ
れ
を
隆
師
の
意
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を
以
て
解
す
れ
ば
、

「所
間

一
句
」
の
一
句
は
妙
法
蓮
華
経
、

「納
種
在
識
」
は
下
種
に
し
て
、
そ
の
下
種
薫
習
の
心
識
は
第
八
識
で
あ
る
。

第
二
・
第
二
類
と
は
二
五
下
種
中
の
三
千
塵
点
大
通
下
種
の
被
下
種
の
衆
生
に
三
類
を
分
つ
、
そ
の
中
の
第
二
類

・
第
二
類
で
あ
る
。
第

一
類
は
大

通
下
種
に
し
て
過
去
中
間
世
々
に
得
道
せ
る
者
、
第
二
類
は
大
通
下
種
に
し
て
在
世
得
道
の
者
、
第
二
頼
は
大
通
下
種
に
し
て
未
来
得
道
の
衆
生
で

あ
る
。

顕
立
正
意
抄

（定
八
四

一
）
に
示
せ
る
不
信
の
者
を
い
う
。

十
地
経
論
は
華
厳
経
の

「
十
地
品
」
の
註
釈
で
あ
っ
て
、
本
頌
は
無
著
の
著
、
そ
の
釈
論
は
世
親
の
作
で
あ
る
。

慧
光
は
北
斉
の
世
に
僧
統
に
任
ぜ
ら
れ
た
か
ら
、
慧
光
僧
統
ま
た
は
光
統
律
師
と
い
わ
れ
た
人
で
、
当
時
洛
陽
に
お
け
る
道
安
以
後
の
佛
教
界
の
権

威
で
あ
り
、
彼
に
は

「
十
地
経
論
疏
」
四
巻
が
あ
っ
て
地
論
宗
を
弘
通
し
た
。
彼
は
地
論
宗
の
開
祖
で
あ
る
と
同
時
に
、
四
分
律
宗
の
祖
と
仰
が
れ

た
人
。
門
下
に
十
哲
あ
り
、
そ
の
第

一
人
者
は
浄
影
寺
慧
遠
で
あ
る
。

真
諦
三
蔵
は
四
大
翻
訳
家

（銚
泰
の
羅
什

・
陳
の
真
諦

・
唐
の
玄
美

・
不
空
）
の
一
人
、
彼
は
梁
の
武
帝
の
請
に
応
じ
て
太
清
二
年

（五
四
八
）
西

天
竺
よ
り
梁
都
に
来
り
、
戦
乱
の
中
二
十
余
年
流
浪
、
辛
苦
を
経
て
、
金
光
明
経

・
無
上
依
経

・
決
定
蔵
論

・
十
七
地
論

・
中
論

・
大
乗
起
信
論

・

摂
大
乗
論

・
同
論
釈

・
佛
性
論

・
唯
識
論

・
十
八
空
論
等
を
訳
出
、
太
建
元
年

（五
六
九
）
遷
化
、
年
七
十

一
。

十
勝
相
の
名
目
は
三
訳

（魏
の
佛
陀
扇
多
訳
、
陳
の
真
諦
訳
、
唐
の
玄
美
訳
）
不
同
で
あ
る
が
、
今
真
諦
訳
の
も
の
を
示
せ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
依
止
勝
相
品

（阿
梨
耶
識
）

二
、
応
知
勝
相
品

（三
性
三
無
性
）

三
、
応
知
入
勝
相
品

（地
前
有
相
方
便
行
）
―

四
、
入
因
果
勝
相
品

（地
上
無
相
真
修
行
）

五
、
入
因
果
修
差
別
勝
相
品

（十
地
階
級
）

六
、
依
戒
学
勝
相
品

（戒
学
）

七
、
依
心
学
勝
相
品

（定
学
）

―
行

八
、
依
慧
学
勝
相
品

（議
学
）

九
、
学
果
寂
滅
勝
相
品

（涅
槃
）

十
、
智
差
別
勝
相
品

（菩
提
）

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論

相 勝 十

日
一‐
境

日
一‐
果
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八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論

玄
美
三
蔵
は
四
大
訳
家
の
一
、
彼
に
す
で
に
出
家
せ
る
兄
に
従

っ
て
佛
教
を
学
び
、
時
あ
た
か
も
隋
末
の
戦
乱
を
避
け
て
洛
陽
よ
り
成
都
に
来
り
、

こ
の
地
に
て
具
足
戒
を
受
け
、
荊
州

・
相
州

・
趙
州
等
を
周
歴
し
て
普
く
学
者
を
訪
い
諸
宗
派
の
教
義
を
学
ん
だ
が
、
更
に
教
源
を
探
ら
ん
と
し
て

唐
の
太
宗
の
貞
観
三
年

（六
二
九
）
年
二
十
歳
に
し
て
商
人
に
ま
ぎ
れ
て
国
境
を
出
で
敷
爆
よ
リ
ハ
ラ
シ
ャ
ル
・
亀
数
の
途
を
過
ぎ
葱
嶺
を
越
え
て

中
央
ア
ジ
ア
に
入
り
、
イ
ン
ド
に
達
し
て
は
各
地
を
歴
遊
し
そ
の
間
佛
蹟
に
参
拝
、
殊
に
マ
カ
ダ
国
の
那
爛
陀
寺
に
お
い
て
戒
賢
論
師
よ
り
法
相
唯

識
の
教
学
を
受
け
、
貞
観
十
九
年
に
帰
国
、
支
那
を
出
て
か
ら
首
尾
十
七
年
で
あ
る
。
彼
の
旅
行
視
察
記
が
即
ち
有
名
な

「大
唐
西
遊
記
」
十
二
巻

で
あ
る
。
帰
朝
の
後
は
専
ら
朝
廷
保
護
の
下
に
経
論
の
翻
訳
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。

玄
美
の
翻
訳
し
た
主
要
な
る
も
の
は

顕

揚
聖
教
論

　

一一〇
巻

解
深
密
経
　
　
　
　
　
五
巻

輸
　
伽
　
論
　
一
〇
〇
巻
　
摂
大
乗
論
世
親
釈
　
　
一
〇
巻

因
明
正
理
論
本
　
　
　
一
巻
　
無
垢
称
経
　
　
　
　
　
　
一ハ
巻

倶
　
全
口
　
論
　
　
一一一〇
巻
　
順
正
理
論
　
　
　
　
　
八
〇
巻

唯
識

二
十
論
　
　
　
一
巻
　
摂
大
乗
論
無
性
釈
　
　
一
〇
巻

因
明
入
正
理
論
　
　
　
一
巻
　
唯
識
三
十
論
　
　
　
　
　
一
巻

般

若

心

経
　
　
　
一
巻
　
大
乗
掌
珍
論
　
　
　
　
　
一一巻

顕
　
湯ホ
　
論
　
　
四
〇
巻
　
大
毘
婆
沙
論
　
　
　
一一〇
〇
巻

発
　
智

　
論
　
　
一一〇
巻
　
異
部
宗
輪
論
　
　
　
　
　
一
巻

大

般

若

経
　
一ハ
○
○
巻

等
で
あ
る
。

天
台
大
師
は
地
論
家
は
法
性
依
持
、
摂
論
家
は
無
明
依
持
と
示
し
て
い
る
が
、
推
し
て
考
え
る
と
両
家
共
に
法
性
依
持
即
ち
真
如
縁
起
説
で
あ
る
。

摂
論
家
が
阿
梨
耶

（無
没

・
無
明
）
依
持
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
阿
梨
耶
は
真
如
を
依
持
と
し
、
真
如
に
よ
っ
て
起
る
と
い
う
故
に
結
局
は
真
如

依
持
で
あ
る
。

隆
師
の
私
新
抄

（宗
全

一
三
五
）
の

「開
述
顕
本
の
時
、
本
尊
と
行
者
と

一
体
の
事
」
を
参
照
。

隆
師
の

「
百
四
十
八
通
の
目
録
」
と
い
う
語
は
史
上
の
初
見
で
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
宗
要
、
雑
部
、
九
識
証
拠
が
筆
了
し
た
の
は
、
康
正
三
年
正
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月
十
三
日
祖
滅

一
七
五
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
語
の
あ
ら
は
れ
は
中
山
の
本
成
日
実
や
身
延
日
朝
等
の
も
の
よ
り
早
か
ろ
う
。

隆
師
の
い
う
第
八
識
は
地
論
家
の
純
浄
の
真
識
で
も
な
く
、
ま
た
摂
論
家
の
無
明
随
眠
の
識
で
も
な
く
、
善
悪
の
種
子
を
蔵
す
る
唯
識
家
の
阿
頼
耶

識
で
あ
る
。

唯
識
家
は
第
九
識
を
立
て
な
い
の
に
、
何
故
隆
師
は
第
九
識
を
認
め
る
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は
天
台
家
の
所
論
に
従
っ
て
摂
論
家
の
第
九
識
奄
摩
羅

を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。

第
九
識
の
真
如
は
、
述
門
の
経
意
に
よ
れ
ば
理
具

一
念
三
千
の
実
相
で
あ
る
が
、
本
門
の
経
意
に
よ
る
と
き
事
具

一
念
三
千
の
法
体
で
あ
る
。
こ
の

法
体
妙
法
蓮
華
経
に
染
浄
の
二
法
あ
る
こ
と
当
体
義
抄

（定
七
五
七
）
に
明
す
通
り
で
あ
る
。

（隆
師
の
宗
要
、
雑
部
、
九
識
証
拠
の
下
往
見
）

八
品
教
学
に
お
け
る
下
種
の
種
子
論
と
心
田
論

―- 39 -―


